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豪
雨
や
地
震
に
よ
る
自
然
災
害
事
例
の
多
発

一
． 

災
害
復
旧
費
か
ら
み
た
四
十
年
間
（
昭
和
四
十
～
平
成
十
六
年
）
の
災
害

　

3
‐
1
は
、
昭
和
四
十
（
一
九
六
五
）
か
ら
平
成
十
六
（
二
〇
〇
四
）
年
ま
で
の
四
十
年
間
に
お
け
る
年
度
別
の
災
害
復
旧
費
の

変
遷
で
あ
る
。
平
成
六
か
ら
九
年
ま
で
特
に
大
き
な
復
旧
費
の
突
出
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
よ
る
復
旧
費

で
あ
り
、
平
成
六
年
度
は
約
二
二
億
円
、
平
成
七
年
度
は
約
二
二
〇
億
円
、
平
成
八
年
度
は
約
一
〇
二
億
円
、
平
成
九
年
度
は
約

三
三
億
円
で
、
こ
の
四
年
間
で
総
額
約
三
七
七
億
円
に
達
し
た
。
震
災
前
の
年
度
ご
と
の
災
害
復
旧
費
は
平
均
約
一
〇
三
六
万
円
で

あ
り
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が
い
か
に
大
き
な
災
害
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
3
‐
1
よ
り
、
震
災
以
外
の
災
害
で
、
次
に
大
き

か
っ
た
事
例
は
平
成
二
年
の
台
風
一
九
号
災
害
、
平
成
元
年
の
秋
雨
前
線
に
よ
る
豪
雨
災
害
、
そ
の
次
に
は
昭
和
四
十
二
年
の
集
中

豪
雨
災
害
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
地
震
に
よ
る
災
害
を
の
ぞ
け
ば
、
本
市
で
は
梅
雨
末
期
や
台
風
に
よ
る
集
中
豪
雨
に
よ
り
頻
繁

に
災
害
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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二
． 

個
別
災
害
事
例
の
紹
介

　

昭
和
四
十
年　

豪
雨　
　

昭
和
四
十
（
一
九
六
五
）
年
九
月
十
日
に
台
風
二
三
号
が
襲
来
し
た
が
、
一
週
間
後
の
九
月
十
七
日
に

再
び
台
風
二
四
号
が
襲
来
し
、
台
風
二
三
号
で
は
四
棟
、
四
世
帯
が
、
台
風
二
四
号
で
は
七
〇
棟
、
七
〇
世
帯
が
被
災
し
た
。
こ

れ
ら
の
台
風
被
害
に
対
し
て
避
難
所
が
設
置
さ
れ
、
台
風
二
三
号
で
は
三
五
世
帯
、
九
〇
人
が
、
台
風
二
四
号
で
は
七
三
世
帯
、

二
三
一
人
が
小
中
学
校
な
ど
に
避
難
し
た
。
こ
れ
ら
の
災
害
に
伴
い
、
主
と
し
て
公
立
学
校
や
社
会
教
育
施
設
の
復
旧
の
た
め
に 3-1　災害復旧費の推移　（資料）「財務統計」

年　度 災害復旧費
（千円）

芦屋市一般会計
決算額（千円）

災害復旧費
の割合（%）

昭和 40 8,859 1,660,631 0.533
41 0 2,043,129 0
42 43,266 2,266,798 1.909
43 0 2,725,253 0
44 0 3,446,871 0
45 0 3,714,765 0
46 737 4,314,664 0.017
47 2,218 5,844,184 0.038
48 4,593 7,392,460 0.062
49 0 9,169,923 0
50 850 12,073,615 0.007
51 999 14,743,526 0.007
52 980 14,682,391 0.007
53 0 16,863,722 0
54 5,291 15,887,347 0.033
55 0 19,670,343 0
56 0 22,626,485 0
57 5,372 22,093,984 0.024
58 11,267 21,238,597 0.053
59 3,478 22,499,936 0.015
60 2,526 26,233,301 0.01
61 0 27,386,481 0
62 0 28,203,758 0
63 0 28,893,926 0

平成 1 62,208 38,241,487 0.163
2 147,572 41,071,228 0.359
3 94 43,692,590 0
4 0 49,490,654 0
5 0 47,841,911 0
6 2,205,809 44,647,353 4.941
7 21,960,501 86,789,706 25.303
8 10,212,782 69,679,098 14.657
9 3,303,956 58,339,861 5.663

10 224,605 54,678,867 0.411
11 112,052 54,124,684 0.207
12 64,011 66,991,030 0.096
13 55,312 54,258,911 0.102
14 47,999 44,920,109 0.107
15 35,498 40,536,282 0.088
16 39,727 41,884,258 0.095

累計 38,562,562
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八
八
五
万
九
〇
〇
〇
円
の
災
害
復
旧
費
が
支
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら

の
台
風
に
よ
る
被
災
は
、
家
屋
に
と
ど
ま
ら
ず
庭
木
、
瓦
類
、
壁

土
や
落
ち
葉
が
多
く
出
た
た
め
、
市
で
は
特
別
収
集
を
十
月
十
日

ま
で
行
な
っ
た
。

　

昭
和
四
十
二
年　

豪
雨　
　

マ
リ
ア
ナ
諸
島
付
近
で
発
生
し
た

台
風
七
号
は
次
第
に
勢
力
を
弱
め
つ
つ
本
土
に
接
近
し
、
昭
和

四
十
二
（
一
九
六
七
）
年
七
月
九
日
の
午
後
に
は
弱
い
熱
帯
性
低

気
圧
に
な
っ
た
。
当
時
、
西
日
本
に
停
滞
し
て
い
た
梅
雨
前
線
は

こ
の
弱
い
熱
帯
性
低
気
圧
に
刺
激
さ
れ
て
活
発
に
な
り
、
七
月
九

日
朝
か
ら
降
り
始
め
た
雨
は
、
夕
方
か
ら
深
夜
に
か
け
て
強
く
な

り
、
神
戸
海
洋
気
象
台
観
測
に
よ
れ
ば
、
総
降
雨
量
三
七
一
・
二

ミ
リ
（
七
月
七
か
ら
九
日
）、
最
大
時
間
降
雨
量
六
九
・
四
ミ
リ
と

い
う
記
録
的
な
豪
雨
と
な
っ
た
。
3
‐
2
は
こ
の
豪
雨
の
総
降
雨

量
分
布
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
六
甲
山
系
の
み

な
ら
ず
六
甲
山
系
南
麓
の
市
街
地
で
も
総
降
雨
量
が
三
〇
〇
ミ
リ

以
上
に
も
達
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
先
述
（
芦
屋
市

3-2　昭和 42 年 7 月豪雨の降雨量分布図（7 月 7 ～ 9 日）
（出典）『六甲三十年史』建設省近畿地方建設局六甲砂防工事事務所　昭和 49 年
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の
す
が
た　

気
候
）
し
た
神
戸
海
洋

気
象
台
に
お
け
る
平
均
年
間
降
雨
量

一
二
四
七
ミ
リ
の
四
分
の
一
に
も
相
当

す
る
雨
が
三
日
間
で
降
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
3
‐
3
は
こ
の
豪
雨
の
神
戸
海

洋
気
象
台
の
時
間
雨
量
の
記
録
で
あ

り
、
3
‐
4
は
奥
池
観
測
所
に
お
け
る

時
間
雨
量
分
布
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る

と
総
降
雨
量
、
時
間
降
雨
強
度
と
も

に
、
奥
池
観
測
所
よ
り
、
神
戸
海
洋
気

象
台
の
方
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。

　

先
述
（
芦
屋
市
の
す
が
た　

気
候
）

し
た
よ
う
に
、
昭
和
四
十
か
ら
平
成
十 

六
年
ま
で
の
年
間
降
雨
量
は
神
戸
海
洋

気
象
台
よ
り
奥
池
観
測
所
の
方
が
大
き
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二
三
八

第
三
章

ま
ち
の
安
心
・
安
全　

自
然
災
害
・
消
防
救
急
・
防
犯



な
値
を
示
し
て
い
た
が
、
今
回
の
事
例
だ
け
は
奥
池
観
測
所
の
方
が
小
さ
な
総
降
雨
量
を
示
し
た
。
こ
れ
は
3
‐
2
か
ら
も
推
定
さ

れ
る
よ
う
に
、
本
市
付
近
の
み
が
少
な
い
降
雨
量
で
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

　

一
般
に
、
が
け
く
ず
れ
を
お
こ
す
豪
雨
の
条
件
と
し
て
は
、
⑴
総
降
雨
量
が
二
〇
〇
ミ
リ
以
上
、
⑵
降
雨
パ
タ
ー
ン
は
後
方
集
中

型
、
⑶
降
雨
強
度
（
一
時
間
あ
た
り
の
降
雨
量
）
五
〇
か
ら
六
〇
ミ
リ
が
出
現
、
あ
る
い
は
降
雨
強
度
三
〇
ミ
リ
程
度
の
降
雨
が
三

時
間
以
上
継
続
す
る
場
合
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
の
豪
雨
は
い
ず
れ
も
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
し
、
結
果
的
に
多
く
の
が
け

く
ず
れ
が
生
じ
た
。
こ
の
豪
雨
に
よ
り
、
本
市
を
は
じ
め
、
神
戸
市
、
西
宮
市
、
宝
塚
市
で
は
河
川
の
氾
濫
や
が
け
く
ず
れ
が
各
所

で
発
生
し
、
死
者
・
行
方
不
明
者
九
八
人
、
被
災
家
屋
三
万
八
三
〇
五
戸
に
達
す
る
多
く
の
被
害
を
受
け
た
。
最
も
大
き
な
人
的
被

害
は
、
神
戸
市
中
央
区
（
当
時
は
葺
合
区
）
の
市
ケ
原
で
発
生
し
た
崩
壊
で
二
一
人
が
死
亡
す
る
惨
事
と
な
っ
た
。

　

六
甲
山
系
で
は
、『
新
修
芦
屋
市
史
』
本
篇
に
も
記
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
昭
和
十
三
年
と
三
十
六
年
に
も
集
中
豪
雨
に
よ
り

大
き
な
災
害
を
受
け
て
い
た
。
昭
和
十
三
年
七
月
は
、
総
降
雨
量
約
四
六
〇
ミ
リ
を
観
測
し
た
。
当
時
、
六
甲
山
系
で
は
土
砂
流

出
を
防
止
す
る
砂
防
関
連
施
設
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
二
七
〇
〇
か
所
以
上
の
崩
壊
に
よ
り
市
街
地
へ
多
く
の
土
砂
が
流

出
し
、
記
録
に
よ
れ
ば
流
出
土
砂
は
五
〇
二
万
二
〇
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
に
達
し
、
死
者
・
行
方
不
明
者
は
六
九
五
人
、
被
災
家
屋

一
五
万
九
七
三
戸
（『
神
戸
市
水
害
誌
』）
に
も
達
し
た
。
昭
和
三
十
六
年
六
月
末
に
は
四
七
二
・
一
ミ
リ
の
総
降
雨
量
に
よ
り
、
六

甲
山
系
南
麓
に
造
成
中
の
宅
地
が
多
く
の
被
害
を
受
け
、
死
者
・
行
方
不
明
者
二
九
人
、
家
屋
の
全
壊
一
三
五
戸
、
流
失
一
一
戸
の

被
害
が
出
た
。
神
戸
市
で
は
、
六
甲
山
系
南
麓
で
宅
地
開
発
が
進
行
す
る
こ
と
に
よ
る
災
害
を
危
惧
し
て
、
昭
和
三
十
五
年
に
「
傾

斜
地
に
お
け
る
土
木
工
事
の
規
制
に
関
す
る
条
例
」
を
制
定
し
て
い
た
が
、
こ
の
集
中
豪
雨
に
よ
り
造
成
中
の
宅
地
が
大
き
な
被
害
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を
受
け
た
。
政
府
も
事
態
を
重
視
し
、
こ
の
条
例
を
も
と
に
「
宅
地
造
成
等
規

制
法
」
を
昭
和
三
十
七
年
に
施
行
し
た
。
こ
の
法
律
は
、
現
在
も
宅
地
の
保
全

と
災
害
の
防
止
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。

　

六
甲
山
系
の
砂
防
は
、
明
治
二
十
八
（
一
八
九
五
）
年
か
ら
行
な
わ
れ
て
い

た
県
に
よ
る
砂
防
工
事
に
加
え
て
、
昭
和
十
三
年
災
害
以
降
、
国
に
よ
る
直
轄

砂
防
工
事
が
開
始
さ
れ
た
。
3
‐
5
に
示
す
よ
う
に
昭
和
四
十
二
年
災
害
当

時
、
六
甲
山
系
で
は
直
轄
工
事
に
よ
り
、
砂
防
堰え

ん
て
い堤
（
ダ
ム
）
一
七
四
基
、
河

川
関
係
の
工
事
と
し
て
流
路
工
九
か
所
、
護
岸
工
な
ど
七
か
所
、
河
床
浸
食
防

止
の
た
め
の
床

と
こ
が
た
め
こ
う

固
工
五
基
が
完
成
し
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
約
一
九
〇
万
立

方
メ
ー
ト
ル
の
土
砂
が
山
中
に
貯
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
崩
壊

箇
所
は
昭
和
十
三
年
と
ほ
ぼ
同
じ
二
五
四
九
か
所
の
山
腹
崩
壊
が
あ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
市
街
地
へ
流
出
し
た
土
砂
は
、
約
二
二
九
万
立
方
メ
ー
ト
ル
と

な
り
、
昭
和
十
三
年
災
害
の
五
〇
二
万
二
〇
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
に
比
し
て
半

減
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
結
果
的
に
、
死
者
・
行
方
不
明
者
は
六
九
五
人

か
ら
九
八
人
へ
、
被
災
家
屋
は
一
五
万
九
七
三
戸
か
ら
三
万
八
三
〇
五
戸
へ
と

大
き
く
減
少
し
た
。
こ
れ
は
砂
防
関
連
施
設
の
構
築
の
効
果
が
あ
っ
た
も
の
と

3-5　昭和 13 年と昭和 42 年の六甲山系の災害比較
（資料）六甲砂防工事事務所
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さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
流
域
面
積
が
小
さ
な
中
小
河
川
に
は
暗あ

ん
き
ょ渠
（
フ
タ
を
さ
れ
た
河
川
）
が
多
い
こ
と
や
、
深
い
溝
状
の
河
川
で
あ
っ
た
た

め
、
流
木
や
土
砂
に
よ
る
通
水
断
面
の
閉
塞
が
生
じ
、
浸
水
被
害
が
か
な
り
発
生
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
昭
和
四
十
五
年
度
か
ら

都
市
内
の
中
小
河
川
を
積
極
的
に
改
修
す
る
「
都
市
小
河
川
改
修
事
業
」
が
始
ま
っ
た
。

　

本
市
内
に
お
け
る
昭
和
四
十
二
年
豪
雨
災
害
は
、
3
‐
3
お
よ
び
3
‐
4
の
降
雨
量
の
違
い
か
ら
も
推
定
で
き
る
よ
う
に
、
神
戸

市
内
に
お
け
る
そ
れ
と
比
較
す
る
と
少
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
あ
っ
た
。
当
時
、
芦
屋

川
流
域
で
は
一
〇
基
の
砂
防
堰
堤
、
宮
川
流
域
で
は
一
基
の
砂
防
堰
堤
が
構
築
さ
れ
て
い
た
が
、

そ
の
効
果
も
あ
り
、
宮
川
流
域
で
四
か
所
の
山
く
ず
れ
、
一
〇
〇
六
立
方
メ
ー
ト
ル
の
土
砂
の
流

出
、
芦
屋
川
流
域
で
は
二
三
か
所
の
山
く
ず
れ
が
発
生
し
、
二
万
五
九
三
五
立
方
メ
ー
ト
ル
の
流

出
土
砂
に
と
ど
ま
り
、
市
街
地
へ
の
土
石
流
の
流
出
は
神
戸
市
と
比
較
す
る
と
少
な
か
っ
た
。

　

3
‐
6
は
昭
和
四
十
二
年
豪
雨
災
害
の
本
市
内
の
被
災
状
況
を
示
す
。
本
市
で
は
幸
い
に
も
人

的
被
害
は
軽
傷
二
人
と
少
な
か
っ
た
が
、
山
沿
い
で
は
が
け
く
ず
れ
が
発
生
し
、
家
屋
の
全
壊
一

戸
、
半
壊
四
戸
の
被
害
が
出
た
。
浸
水
は
南
宮
町
、
大
東
町
を
は
じ
め
市
内
随
所
で
発
生
し
、
床

上
浸
水
は
一
三
九
戸
、
床
下
浸
水
は
一
一
〇
三
戸
に
も
達
し
た
。
道
路
が
損
壊
し
た
箇
所
は
四
二

か
所
、
公
光
橋
も
損
壊
す
る
な
ど
、
公
共
施
設
の
被
害
額
は
一
億
七
五
八
〇
万
円
に
も
達
し
た
。

　

降
雨
災
害
後
、
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
、
浸
水
地
域
の
約
三
〇
〇
〇
戸
を
対
象
と
し
て
し

3-6　本市の昭和 42 年豪雨の被災状況
（出典）「主要施策の成果報告書（昭和 42 年度）」

区分 戸数（戸） 世帯数（世帯） 人数（人）
人身（軽傷） 2

家　

屋

全　　壊 1 1 3
半　　壊 4 4 18
床上浸水 139 139 518
床下浸水 1,103 1,103 3,640

計 1,247 1,247 4,179
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尿
の
無
料
く
み
取
り
が
行
な
わ
れ
る
一
方
、
約
一
五
〇
〇
戸
に
対
し
て
消
毒
が
実
施
さ
れ
る
な
ど
、
防
疫
対
策
が
実
施
さ
れ
た
。
ま

た
、
被
災
者
に
は
市
民
税
と
固
定
資
産
税
、
国
民
健
康
保
険
料
の
減
免
が
行
な
わ
れ
た
。
公
共
施
設
の
復
旧
も
行
な
わ
れ
、
総
額
約

五
五
〇
〇
万
円
の
予
算
で
、
六
麓
荘
町
の
道
路
、
溝
、
阪
急
神
戸
線
以
北
各
町
の
道
路
や
公
園
、
石
垣
の
復
旧
、
津
知
川
上
流
部
分

の
護
岸
改
築
、
そ
の
他
損
壊
し
た
下
水
道
や
霊
園
施
設
の
補
修
な
ど
が
行
な
わ
れ
た
。
内
水
氾
濫
（
雨
水
が
河
川
や
海
岸
に
流
入
せ

ず
に
市
街
地
に
溜
ま
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
浸
水
）
を
防
止
す
る
た
め
、
大
東
公
園
に
あ
る
ポ
ン
プ
場
の
取
水
口
の
拡
大
、
下
水
管

の
設
置
や
、
浜
町
や
西
蔵
町
で
は
下
水
管
系
統
の
整
理
が
行
な
わ
れ
た
。
宮
川
町
の
浸
水
の
原
因
を
取
り
除
く
た
め
、
大
溝
川
の
水

が
上
手
の
宮
塚
町
で
宮
川
へ
放
水
す
る
よ
う
に
さ
れ
た
。
大
原
町
で
も
宮
川
へ
の
排
水
管
の
増
強
が
行
な
わ
れ
た
。
芦
屋
川
、
宮
川

の
護
岸
の
改
修
工
事
も
行
な
わ
れ
、
城
山
西
側
の
が
け
く
ず
れ
防
止
の
山
腹
工
事
は
神
戸
営
林
署
に
よ
り
実
施
さ
れ
た
。

　

こ
の
被
災
の
経
験
を
受
け
て
、
災
害
対
策
本
部
が
い
っ
そ
う
機
動
的
、
重
点
活
動
的
に
な
る
よ
う
に
災
害
対
策
本
部
が
改
編
さ

れ
、
教
育
委
員
会
や
市
民
病
院
と
の
密
接
な
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ま
た
、
谷
の
出
口
や
急
斜
面
の
近
く
ま
で
宅
地
化
が
進
ん
で
い
た
た
め
、
宅
地
背
後
の
急
斜
面
の
崩
壊
に
よ
り
土
砂
が
人
家
を
直

撃
し
、
人
的
災
害
が
発
生
す
る
事
故
が
多
く
出
現
し
た
。
こ
れ
ら
の
急
斜
面
は
、
民
有
地
で
あ
っ
た
た
め
、
公
的
な
予
算
で
対
策
工

事
や
復
旧
工
事
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
昭
和
四
十
二
年
災
害
を
契
機
と
し
て
、
地
域
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
民
有

地
で
あ
っ
て
も
公
費
に
よ
り
崩
壊
防
止
工
事
が
で
き
る
よ
う
、「
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
が
昭
和

四
十
四
年
に
施
行
さ
れ
、
斜
面
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

昭
和
四
十
七
年
六
月　

梅
雨
前
線
性
集
中
豪
雨　
　

六
月
八
日
、
台
風
三
号
が
梅
雨
前
線
を
刺
激
し
、
七
五
ミ
リ
の
集
中
豪
雨
が
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発
生
し
た
。
そ
の
結
果
、
本
市
で
は
一
〇
七
戸
の
浸
水
被
害
が
発
生
し
た
。

　

昭
和
四
十
七
年
七
月　

豪
雨　
　

七
月
三
か
ら
十
三
日
に
か
け
て
日
本
全
土
を
襲
っ
た
梅つ

ゆ雨
末
期
の
梅
雨
前
線
に
よ
る
集
中
豪
雨

で
は
、
九
州
の
天
草
、
四
国
の
繁し

げ
と
う藤
、
中
国
の
江ご
う

の
川
水
系
、
中
部
の
西
三
河
、
関
東
の
丹
沢
地
区
な
ど
で
大
き
な
災
害
が
発
生

し
、
死
者
・
行
方
不
明
者
四
四
一
名
を
出
す
大
き
な
災
害
と
な
っ
た
。
本
市
で
は
七
月
十
二
日
、
一
九
三
ミ
リ
の
豪
雨
を
観
測
し
、

建
物
半
壊
三
戸
、
が
け
く
ず
れ
二
か
所
、
道
路
冠
水
一
〇
か
所
、
道
路
亀
裂
一
か
所
の
被
害
を
受
け
た
。

　

昭
和
四
十
七
年
九
月　

台
風
二
〇
号　
　

九
月
十
六
日
、
台
風
二
〇
号
は
午
後
九
時
に
紀
伊
半
島
に
上
陸
し
た
の
ち
、
奈
良
県
大

台
ケ
原
を
北
北
東
に
縦
断
し
た
。
こ
の
台
風
に
よ
り
、
本
市
で
は
五
四
ミ
リ
の
降
雨
量
、
最
大
風
速
毎
秒
三
八
メ
ー
ト
ル
を
記
録
し

た
。
こ
の
台
風
に
よ
り
、
建
物
半
壊
が
四
戸
、
街
路
樹
や
公
園
樹
木
約
一
二
〇
本
が
倒
木
し
、
が
け
く
ず
れ
が
一
か
所
発
生
し
た
。

　

昭
和
五
十
年　

台
風
六
号　
　

八
月
十
九
日
に
発
生
し
た
台
風
六
号
は
、
神
戸
付
近
に
上
陸
し
、
そ
の
後
日
本
海
に
抜
け
て
北
上

し
、
東
北
、
北
海
道
地
方
に
大
き
な
災
害
を
も
た
ら
し
た
。
本
市
で
は
九
〇
ミ
リ
の
降
雨
を
記
録
し
、
一
一
戸
が
浸
水
し
た
。
ま
た

街
路
樹
の
倒
木
も
発
生
し
た
。

　

昭
和
五
十
一
年　

秋
雨
前
線
と
台
風
一
七
号　
　

秋
雨
前
線
と
台
風
一
七
号
が
、
九
州
近
海
で
九
月
十
か
ら
十
二
日
に
か
け
て
停

滞
し
、
暴
風
が
継
続
し
た
。
本
市
で
は
五
〇
〇
ミ
リ
の
総
降
雨
量
を
記
録
し
、
最
大
風
速
は
毎
秒
二
〇
メ
ー
ト
ル
を
観
測
し
た
。
し

か
し
、
幸
い
に
も
大
き
な
被
害
は
生
じ
な
か
っ
た
。

　

昭
和
五
十
八
年　

台
風
一
〇
号　
　

台
風
一
〇
号
は
、
九
月
二
十
日
に
グ
ァ
ム
島
沖
で
発
生
し
、
二
十
三
日
に
は
中
心
気
圧

八
五
五
ヘ
ク
ト
パ
ス
カ
ル
に
発
達
、
東
シ
ナ
海
か
ら
東
に
進
路
を
向
け
、
長
崎
に
上
陸
、
東
進
し
四
国
に
再
上
陸
、
潮
岬
沖
か
ら
房
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総
半
島
沖
を
経
て
消
滅
し
た
。
本
市
で
は
最
低
気
圧
九
九
二
ヘ
ク
ト
パ
ス
カ
ル
、
最
大
瞬
間
風
速
毎
秒
二
四
・
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ

た
が
、
九
月
二
十
五
日
か
ら
停
滞
し
て
い
た
秋
雨
前
線
に
よ
る
先
行
雨
量
が
あ
っ
た
う
え
、
二
十
八
日
の
台
風
襲
来
時
に
は
日
雨
量

二
四
四
ミ
リ
に
も
達
す
る
雨
台
風
と
な
っ
た
。
こ
の
台
風
災
害
は
、
本
市
に
お
い
て
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
災
害
と
な
っ

た
。
こ
の
台
風
に
よ
る
被
害
は
、
河
川
護
岸
損
壊
二
か
所
、
が
け
く
ず
れ
一
一
か
所
、
宅
地
被
害
五
か
所
、
道
路
冠
水
四
か
所
、
河

川
溢
水
一
か
所
、
電
話
不
通
五
一
か
所
に
及
ん
だ
。

　

平
成
元
年　

秋
雨
前
線
豪
雨　
　

八
月
三
十
一
日
に
九
州
南
海
上
に
発
生
し
た
前
線
は
、
ほ
ぼ
日
本
列
島
に
沿
っ
て
北
上
し
、
九

月
十
六
日
ま
で
日
本
付
近
に
停
滞
し
た
た
め
、
連
日
大
雨
が
降
り
続
い
た
。
本
市
で
は
、
十
三
日
か
ら
断
続
的
に
降
り
続
い
た
雨
が

十
四
日
朝
か
ら
激
し
く
な
り
、
二
日
間
で
二
二
五
ミ
リ
、
十
四
日
午
前
七
か
ら
八
時
ま
で
の
一
時
間
に
一
〇
四
ミ
リ
と
い
う
記
録
的

な
集
中
豪
雨
と
な
っ
た
。
浸
水
被
害
が
国
道
四
三
号
以
南
、
旧
海
岸
線
ま
で
の
ほ
ぼ
全
域
に
及
ぶ
な
ど
大
き
な
被
害
と
な
っ
た
。
こ

の
集
中
豪
雨
に
よ
り
、
道
路
や
鉄
道
敷
の
冠
水
や
土
砂
流
出
な
ど
に
よ
り
交
通
機
関
が
一
時
不
通
と
な
り
、
ま
た
、
問
い
合
わ
せ
の

電
話
な
ど
が
殺
到
し
た
た
め
、
電
話
回
線
が
パ
ン
ク
状
態
と
な
っ
て
、
交
換
機
の
規
制
が
実
施
さ
れ
る
な
ど
、
職
員
の
招
集
に
も
支

障
が
生
じ
た
。
こ
の
豪
雨
に
よ
る
被
害
は
、
浸
水
家
屋
一
二
五
三
戸
、
河
川
護
岸
損
壊
一
か
所
、
が
け
く
ず
れ
一
二
か
所
、
文
教
施

設
被
害
二
か
所
、
道
路
陥
没
一
か
所
、
道
路
冠
水
七
か
所
に
の
ぼ
り
、
J
R
西
宮
―
芦
屋
間
で
不
通
に
な
っ
た
。

　

平
成
二
年　

台
風
一
九
号　
　

九
月
十
九
日
に
和
歌
山
県
白
浜
町
に
上
陸
し
た
台
風
一
九
号
は
、
全
国
で
死
者
四
二
人
、
行
方
不

明
者
二
人
を
出
し
、
大
き
な
災
害
と
な
っ
た
が
、
本
市
で
も
公
園
や
街
路
樹
の
被
害
、
高
座
川
沿
い
の
道
路
の
被
害
、
阪
神
水
道
企

業
団
芦
屋
調
整
池
の
被
害
な
ど
が
出
現
し
、
災
害
復
旧
費
は
一
億
四
七
五
七
万
円
に
達
し
た
。
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平
成
七
年　

阪
神
・
淡
路
大
震
災　
　

県
に
お
い
て
、
昭
和
三
十
八
（
一
九
六
三
）
年
三
月
二
十
七
日
の
越
前
岬
沖
地
震
（
マ

グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
六
・
九
）
以
降
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が
あ
っ
た
平
成
七
年
一
月
十
七
日
ま
で
に
発
生
し
た
地
震
で
、
震
度
五
以

上
（
旧
震
度
）
を
記
録
し
た
地
震
は
、
昭
和
五
十
九
年
五
月
三
十
日
の
兵
庫
県
南
西
部
地
震
（
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
五
・
六
）
ま
で

二
十
一
年
間
出
現
し
な
か
っ
た
。
兵
庫
県
南
西
部
地
震
で
も
被
災
が
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
関
西
で
は
地
震
は
発
生
し
な
い
と
い

う
感
覚
に
住
民
が
な
っ
て
い
た
。
加
え
て
、
そ
の
後
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
ま
で
十
一
年
間
も
地
震
が
出
現
せ
ず
、
住
民
は
地
震
は

関
東
で
お
き
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
な
か
で
、
平
成
七
年
一
月
十
七
日
午
前
五
時
四
六
分
、
近
代
的
都
市
直
下
で
初
め
て
出
現
す
る

大
地
震
が
発
生
し
た
。
こ
の
地
震
お
よ
び
被
災
に
関
し
て
は
、
第
零
章
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
詳
述
す
る
。

　

平
成
十
六
年　

台
風
二
三
号　
　

十
月
二
十
か
ら
二
十
一
日
に
か
け
て
わ
が
国
を
襲
っ
た
台
風
二
三
号
に
よ
り
、
県
で
は
二
六
人

の
死
者
を
出
し
た
り
、
豊
岡
市
で
は
円
山
川
が
決
壊
し
八
三
〇
〇
棟
の
床
上
下
浸
水
が
発
生
し
た
り
す
る
な
ど
大
き
な
被
害
が
発
生

し
た
が
、
本
市
で
は
幸
い
に
も
被
害
は
少
な
く
、
公
園
・
街
路
樹
の
被
害
、
学
校
施
設
の
被
害
な
ど
、
二
二
七
二
万
円
の
被
災
で

あ
っ
た
。
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第
二
節　

昭
和
四
十
年
以
降

　
　
　
　
　
　
　
　

実
施
さ
れ
た
防
災
対
策
や
備
え

一
． 

河
川
災
害
対
策　
　

　

本
市
内
に
は
、
河
川
法
に
よ
る
二
級
河
川
に
指
定
さ
れ
て
い
る
芦
屋

川
、
宮
川
、
堀
切
川
の
三
つ
の
河
川
と
砂
防
河
川
に
指
定
さ
れ
て
い
る
高

座
川
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
各
河
川
は
県
が
管
理
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
河

川
流
域
状
況
、
お
よ
び
現
在
ま
で
に
行
な
わ
れ
た
河
川
工
事
の
概
要
を
3

‐
7
・
3
‐
8
に
示
す
。

　

芦
屋
川　
　

昭
和
十
三
（
一
九
三
八
）
年
七
月
の
阪
神
大
水
害
後
、
内

務
省
神
戸
土
木
出
張
所
に
六
甲
砂
防
事
業
所
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴

い
、
災
害
対
策
砂
防
工
事
が
県
か
ら
六
甲
砂
防
事
業
所
に
委
託
さ
れ
、
そ

の
後
内
務
省
告
示
に
よ
り
受
託
工
事
は
そ
の
ま
ま
内
務
省
直
轄
工
事
と
し

て
継
続
さ
れ
た
。
本
河
川
の
工
事
は
、
ま
ず
昭
和
十
四
年
十
二
月
に
高
座

川
合
流
点
直
上
流
よ
り
着
工
し
、
そ
の
区
域
を
南
に
延
長
、
昭
和
十
七
年

（上）3-7　河川流域状況調　（下）3-8　河川工事内訳表
（出典）「芦屋市地域防災計画　資料編（平成 18 年）」

種　　　別 芦　屋　川 宮　　　川 堀　切　川
流域面積

本　　流 　　　　　6.91㎢ 2.51㎢ 0.56㎢
支　　流 高座川　　 1.45 〃 － －

　　　　　 計 　　　　　 8.36 〃  2.51 〃  0.56 〃

延　　長 本　　流 　　　　　6.88㎞  3.90㎞ 2.10㎞
支　　流 　　　　　 2.50 〃 － －
内改修部 　　　　　 3.15 〃  2.27 〃  0.57 〃

計画洪水量（改修部）   200.0㎥ /sec 90.0㎥ /sec 20.0㎥ /sec
平均河床勾配 1：120 1：250 1：650

（昭和 14 ～ 59 年）
河　川 芦屋川 宮　川 堀切川 摘　要種　別
延　長 2,850m 2,697m 771m
床止工 26 箇所 46 箇所 － 宮川は、河口～浜打出橋の間
橋　梁 4　〃 18　〃 6 箇所
水　門 － － 1　〃
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末
に
は
阪
神
芦
屋
駅
付
近
ま
で
達
し
た
が
第
二
次
世
界
大
戦
の
影
響
で
、
以
後
事
業
は
中
断
し
た
。
昭
和
二
十
六
年
度
よ
り
事
業
を

再
開
し
、
河
川
拡
幅
に
あ
わ
せ
て
月
若
橋
の
上
部
工
の
継
足
し
工
事
な
ど
を
行
な
い
本
河
川
の
改
修
工
事
を
終
了
し
た
。
さ
ら
に
、

昭
和
六
十
一
年
度
は
芦
屋
川
、
高
座
川
の
合
流
点
よ
り
上
流
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
高
座
川
で
河
川
改
修
が
建
設
省
六
甲
砂
防
工
事
事

務
所
に
よ
り
行
な
わ
れ
た
。

　

本
市
で
は
、
美
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
市
民
の
美
化
活
動
と
共
に
、
市
行
政
の
枠
を
超
え
て
、
河

川
の
美
化
事
業
を
推
進
し
て
い
る
。
本
項
で
対
象
と
し
て
い
る
芦
屋
川
（
二
級
河
川
）
や
高
座
川
は
県
が
管
理
し
て
い
る
が
、
川
本

来
の
目
的
以
外
に
市
民
が
憩
い
の
場
と
し
て
河
川
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
、
景
観
的
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
市
費
で
も
美
化
対
策
を
行

な
っ
て
い
る
。
昭
和
六
十
一
年
度
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
市
民
か
ら
の
要
請
を
受
け
、
芦
屋
川
河
口
の
流
木
な
ど
大
型
漂
着
ゴ
ミ
の
引
き

取
り
を
行
な
っ
た
。
ま
た
、
県
尼
崎
港
管
理
事
務
所
の
了
解
を
得
て
、
河
口
部
の
砂
地
を
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
を
使
っ
て
地
な
ら
し
し
、

大
き
な
岩
石
を
埋
め
て
、
芦
屋
海
岸
に
残
る
唯
一
の
砂
浜
を
護
る
工
事
を
行
な
っ
た
。

　

平
成
五
年
、
県
は
芦
屋
川
の
河
口
か
ら
阪
急
神
戸
線
ま
で
の
間
で
堰
堤
の
下
流
に
水
た
ま
り
を
設
け
る
と
と
も
に
、
コ
ン
ク
リ
ー

ト
河
床
部
の
整
備
改
修
、
河
床
へ
降
り
る
階
段
や
飛
び
石
の
整
備
な
ど
、
よ
り
多
く
の
市
民
に
芦
屋
川
の
水
辺
に
親
し
ん
で
も
ら
う

た
め
河
川
環
境
整
備
計
画
を
策
定
し
た
。
平
成
六
年
度
は
県
と
本
市
が
事
業
主
体
と
な
り
、
阪
神
芦
屋
駅
南
側
の
落
差
工
の
改
修
を

行
な
っ
た
。

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
よ
り
、
芦
屋
川
は
業
平
町
付
近
で
被
災
し
た
が
、
総
延
長
四
八
二
メ
ー
ト
ル
の
河
川
災
害
復
旧
工
事
が
実

施
さ
れ
た
。　

平
成
八
年
度
は
、
県
が
国
道
二
号
以
南
の
護
岸
に
階
段
を
設
け
た
り
、
川
の
な
か
に
飛
び
石
や
水
た
ま
り
部
分
を
つ
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く
る
工
事
を
行
な
っ
た
。

　

平
成
十
か
ら
十
二
年
度
に
か
け
て
、
県
に
よ
り
大
正
橋
か
ら
阪
急
神
戸
線
ま
で
の
河
床
の
改
修
工
事
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
れ
は
本

市
が
要
望
し
て
い
た
工
事
で
、
河
床
の
一
部
を
約
九
〇
セ
ン
チ
切
り
下
げ
、
歩
行
を
容
易
に
し
、
親
水
性
を
持
た
せ
、
ま
た
、
芝
種

子
に
よ
る
緑
化
を
図
り
、
総
合
的
に
河
川
環
境
の
改
善
を
図
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

宮
川　
　

昭
和
十
三
年
七
月
の
阪
神
大
水
害
以
後
、
六
甲
砂
防
事
業
所
に
よ
り
改
修
が
始
ま
り
、
昭
和
三
十
六
年
度
か
ら
県
の
砂

防
工
事
と
し
て
、
昭
和
四
十
二
年
に
宮
川
上
流
の
朝
日
ケ
丘
地
区
で
流
路
工
が
完
成
し
た
。

　

昭
和
五
十
年
三
月
に
は
芦
屋
浜
の
埋
め
立
て
が
完
了
し
た
。
こ
の
埋
立
区
間
（
七
一
一
メ
ー
ト
ル
）
は
、
一
〇
〇
年
確
率
の
降

雨
強
度
（
一
時
間
あ
た
り
一
五
〇
ミ
リ
）
で
、
含
砂
率
（
砂
が
川
の
水
に
混
入
す
る
割
合
で
、
こ
の
値
が
大
き
い
と
流
速
が
遅
く

な
る
）
一
二
％
に
対
し
て
も
十
分
安
全
が
確
保
で
き
る
よ
う
、
一
九
メ
ー
ト
ル
の
川
幅
と
両
側
に
六
・
八
メ
ー
ト
ル
の
高
水
敷
（
流

量
が
大
き
い
時
の
み
、
水
が
流
れ
る
川
床
）
を
と
っ
た
河
川
幅
員
三
二
・
六
メ
ー
ト
ル
で
整
備
さ
れ
た
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
よ

り
、
楠
町
、
親
王
塚
町
で
護
岸
崩
壊
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
総
延
長
一
五
八
・
三
メ
ー
ト
ル
の
河
川
災
害
復
旧
工
事
が
完
了
し
た
。

　

堀
切
川　
　

西
宮
市
と
の
行
政
界
を
流
れ
る
河
川
の
た
め
、
新
河
川
法
に
よ
り
二
級
河
川
と
な
っ
た
が
、
両
護
岸
が
道
路
よ
り
高

い
パ
ラ
ペ
ッ
ト
構
造
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
で
き
た
壁
の
構
造
）
で
あ
っ
て
、
高
潮
時
の
自
然
排
水
が
不
能
の
た
め
、
県
の
中
小
河
川

改
良
工
事
と
し
て
、
通
水
断
面
を
拡
幅
す
る
工
事
が
行
な
わ
れ
、
ポ
ン
プ
場
が
設
置
さ
れ
た
。
施
設
に
つ
い
て
は
県
の
委
託
で
西
宮

市
が
管
理
を
し
て
い
る
。

　

高
座
川　
　

芦
屋
川
の
支
流
で
荒
地
山
を
源
に
神
戸
市
と
の
市
境
の
高
座
の
滝
を
経
て
市
内
に
流
入
す
る
砂
防
河
川
で
あ
る
。
昭
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和
六
十
（
一
九
八
五
）
年
一
月
二
日
の
大
雨
で
法
泉
寺
橋
の
右
岸
上
流
で
護
岸
決
壊
が
あ
り
、
県
西
宮
土
木
事
務
所
に
よ
り
応
急
の

災
害
復
旧
が
行
な
わ
れ
た
。
昭
和
六
十
三
年
に
法
泉
寺
橋
か
ら
高
座
橋
ま
で
の
河
川
施
設
の
安
全
確
保
の
た
め
の
防
災
流
路
工
工
事

を
建
設
省
近
畿
地
方
建
設
局
六
甲
砂
防
工
事
事
務
所
が
施
工
し
た
。
河
川
が
急
勾
配
で
あ
る
た
め
、
環
境
に
や
さ
し
い
施
設
整
備
と

す
る
た
め
落
差
工
（
河
床
の
勾
配
を
緩
く
す
る
た
め
河
床
に
建
設
さ
れ
た
小
さ
な
ダ
ム
）
を
設
け
、
水
の
落
下
箇
所
に
は
た
ま
り
池

を
つ
く
り
、
景
観
に
配
慮
し
て
仕
上
げ
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
る
の
で
は
な
く
で
き
る
限
り
現
地
で
採
取
し
た
玉
石
を
利
用
す
る

工
法
で
施
工
し
た
。
平
成
元
年
に
は
法
泉
寺
橋
下
流
で
も
護
岸
の
崩
壊
が
お
き
た
の
で
、
法
泉
寺
橋
か
ら
芦
屋
川
本
流
ま
で
流
路
工

工
事
が
行
な
わ
れ
た
。

　

そ
の
他
の
河
川　
　

　
　

⑴
津
知
川　
　

昭
和
四
十
七
年
九
月
か
ら
昭
和
四
十
八
年
三
月
末
ま
で
の
工
期
で
、
下
水
管
布
設
工
事
と
並
行
し
て
清
水
町
で

第
一
期
津
知
川
改
修
工
事
を
行
な
っ
た
。
昭
和
四
十
八
年
度
は
、
津
知
町
地
内
の
雨
水
バ
イ
パ
ス
の
新
設
（
約
一
三
〇
メ
ー
ト
ル
）

を
行
な
い
、
昭
和
四
十
九
年
度
は
、
三
条
南
町
地
内
の
改
修
工
事
を
、
昭
和
五
十
か
ら
五
十
一
年
度
に
は
、
三
条
町
地
内
の
改
修
を

実
施
し
た
。

　
　

⑵
大
溝
川　
　

古
く
は
か
ん
が
い
用
を
兼
ね
た
小
河
川
で
あ
っ
た
が
、
都
市
化
で
田
畑
も
な
く
な
り
雨
水
と
生
活
排
水
の
排
除

が
主
目
的
に
な
っ
た
。

　

昭
和
四
十
八
年
度
に
大
溝
川
（
茶
屋
之
町
）
の
床
張
り
（
河
床
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
る
）
と
蓋
架
け
（
川
に
蓋
を
し
て
、
地

上
を
活
用
す
る
）
に
よ
る
歩
道
設
置
を
行
な
っ
た
。
昭
和
五
十
年
度
は
、
水
路
の
流
下
経
路
の
見
直
し
を
行
な
い
山
手
排
水
路
の
全
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面
改
良
工
事
を
行
な
い
、
上
流
域
の
山
手
町
一
帯
の
雨
水
を
直
接
芦
屋
川
へ
排
水
し
た
。
昭
和
四
十
九
年
、
芦
屋
下
水
処
理
場
の
完

成
に
伴
い
整
備
さ
れ
た
合
流
区
域
の
下
水
管
へ
放
流
し
、
海
へ
の
直
接
放
流
を
な
く
し
た
た
め
、
大
溝
川
の
川
と
し
て
の
機
能
は
な

く
な
っ
た
。

　

都
市
計
画
道
路
芦
屋
中
央
線
（
愛
称
「
花
水
木
通
り
」）
の
整
備
時
に
川
の
面
影
を
残
し
て
お
き
た
い
と
い
う
地
元
の
要
望
も
あ

り
、
呉
川
公
園
の
地
下
に
井
戸
を
掘
り
地
下
水
を
流
す
せ
せ
ら
ぎ
（
水
路
）
を
併
設
し
た
。

　
　

⑶
江
尻
川　
　

江
尻
川
は
本
市
南
東
端
を
流
れ
る
全
長
約
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
川
幅
約
六
か
ら
一
〇
メ
ー
ト
ル
と
き
わ
め
て
小

規
模
な
河
川
で
、
南
宮
町
と
大
東
町
と
の
町
境
を
流
れ
、
か
ん
が
い
用
水
を
兼
ね
た
都
市
河
川
で
あ
る
。
周
辺
は
低
地
の
湿
地
帯
で

稲
作
や
レ
ン
コ
ン
の
栽
培
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
高
潮
時
に
降
雨
の
自
然
排
除
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
江
尻
川
流
末
に
水
門
と
大

東
公
園
の
南
側
に
打
出
揚
水
場
を
整
備
し
強
制
排
除
す
る
こ
と
に
し
て
い
た
。
都
市
化
の
進
展
に
伴
い
住
宅
の
建
設
が
さ
ら
に
進
み

雨
水
流
出
量
が
増
え
た
こ
と
か
ら
、
昭
和
三
十
九
・
五
十
三
年
と
二
度
に
わ
た
り
揚
水
能
力
を
増
強
す
る
ポ
ン
プ
場
整
備
工
事
を
行

な
い
名
称
も
大
東
ポ
ン
プ
場
と
改
め
た
。

　

江
尻
川
は
勾
配
が
な
い
う
え
、
橋
が
多
く
、
流
れ
を
阻
害
し
て
い
た
の
で
、
昭
和
五
十
五
年
か
ら
川
の
流
下
能
力
ア
ッ
プ
を
図
る

た
め
国
道
四
三
号
以
南
も
暗
渠
化
し
、
江
尻
川
周
辺
の
環
境
整
備
計
画
の
一
環
と
し
て
上
部
は
西
側
に
歩
道
、
東
側
に
都
市
緑
地
の

緑
道
を
整
備
す
る
安
全
対
策
と
環
境
対
策
を
行
な
っ
た
。
周
辺
に
は
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
稲
作
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
暗
渠

の
な
か
に
は
可
動
堰
を
設
置
し
、
か
ん
が
い
用
水
を
確
保
し
た
が
、
現
在
は
使
用
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
。

　

昭
和
五
十
六
年
度
に
江
尻
橋
以
南
を
暗
渠
化
し
改
修
工
事
が
完
了
し
た
。
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⑷
傍
示
川　
　

川
西
町
の
な
か
ほ
ど
か
ら
河
口
ま
で
神
戸
市
と
の
市
境
を
流
下
す
る
都
市
河
川
で
、
ほ
と
ん
ど
の
流
水
が
本
市

域
の
雨
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
都
市
化
に
よ
る
能
力
ア
ッ
プ
の
整
備
工
事
は
本
市
が
行
な
っ
た
。

　

傍
示
川
の
本
格
的
な
改
修
工
事
は
昭
和
五
十
四
年
十
月
か
ら
総
工
事
延
長
六
三
一
メ
ー
ト
ル
を
三
か
年
計
画
で
完
成
さ
せ
る
も
の

で
、
工
事
は
昭
和
五
十
六
年
に
、
国
道
四
三
号
南
で
四
三
六
メ
ー
ト
ル
ま
で
進
み
、
翌
年
三
月
に
残
り
の
区
間
も
完
成
し
た
。
ま

た
、
高
潮
対
策
を
考
慮
し
て
、
耐
圧
性
の
水
路
と
し
た
。
昭
和
五
十
八
年
度
は
、
国
道
四
三
号
と
平
田
北
町
地
内
の
一
四
五
メ
ー
ト

ル
の
改
修
を
図
り
、
周
辺
の
浸
水
対
策
と
あ
わ
せ
て
、
整
備
後
の
水
路
敷
地
の
一
部
に
は
歩
道
を
設
置
し
歩
行
者
の
安
全
を
確
保
し

た
。
上
流
部
分
に
つ
い
て
は
昭
和
五
十
九
年
度
に
ボ
ッ
ク
ス
カ
ル
バ
ー
ト
（
箱
型
の
水
路
）
を
築
造
し
、
流
水
能
力
の
ア
ッ
プ
を

図
っ
た
。
昭
和
六
十
年
度
は
、
鳴
尾
御
影
線
以
北
の
川
西
町
地
内
一
五
三
メ
ー
ト
ル
の
整
備
を
行
な
っ
た
。
工
事
は
、
道
路
の
西
側

に
あ
る
開
渠
の
水
路
を
、
道
路
の
地
下
に
幅
一
・
四
メ
ー
ト
ル
の
暗
渠
に
築
造
し
、
舗
装
工
事
を
の
ぞ
い
て
昭
和
六
十
一
年
三
月
末

に
完
成
し
た
。

　
　

⑸
六
麓
荘
治
水
対
策
事
業　
　

昭
和
四
十
二
年
七
月
豪
雨
で
全
市
に
わ
た
っ
て
豪
雨
災
害
が
お
き
た
が
、
と
り
わ
け
山
間
部
の

六
麓
荘
地
区
に
お
け
る
被
害
が
顕
著
で
、
昭
和
四
十
五
年
か
ら
、
六
麓
荘
地
区
治
水
対
策
事
業
の
第
一
期
工
事
と
し
て
岩
園
町
か
ら

上
流
域
の
水
路
を
新
設
し
た
。
第
二
期
工
事
は
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
ま
で
、
第
三
期
工
事
は
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
五
日
か
ら
昭

和
四
十
八
年
七
月
十
二
日
ま
で
実
施
し
た
が
、
六
麓
荘
町
自
治
会
と
市
と
の
間
で
道
路
の
所
有
権
訴
訟
が
お
き
、
工
事
が
中
断
し

た
。
平
成
五
年
に
和
解
が
成
立
し
た
こ
と
で
工
事
を
再
開
し
、
震
災
を
は
さ
み
平
成
十
九
年
三
月
に
下
水
道
工
事
も
あ
わ
せ
治
水
対

策
事
業
は
完
成
し
た
。

二
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一
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⑹
し
の
き
谷
流
路
工　
　

火
葬
場
裏
山
の
し
の
き
谷
に
お
い
て
県
の
砂
防
堰
堤
工
事
に
あ
わ
せ
、
下
流
域
へ
の
流
量
を
軽
減
さ

せ
る
た
め
高
座
川
へ
の
導
水
路
を
整
備
し
た
。
第
一
期
し
の
き
谷
流
路
工
改
良
工
事
を
昭
和
四
十
九
（
一
九
七
四
）
年
七
月
に
着
手

し
、
昭
和
五
十
年
度
に
第
二
期
工
事
を
施
工
し
た
。

二
． 

山
地
の
土
砂
災
害
対
策

　

本
市
は
六
甲
山
系
の
東
南
端
の
緩
や
か
な
山
麓
部
を
背
に
山
岳
部
が
多
く
、
そ
の
緩
や
か
な
山
麓
部
の
南
側
に
市
街
地
が
広
が

る
。
六
甲
山
地
は
地
質
が
ほ
と
ん
ど
花か

崗こ
う

岩が
ん

で
形
成
さ
れ
、
風
化
が
進
み
く
ず
れ
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
六
甲
山
系
か

ら
の
土
砂
が
市
街
地
に
流
入
す
る
こ
と
が
多
く
、
過
去
か
ら
土
砂
災
害
を
経
験
し
て
き
た
。
こ
の
た
め
、
六
甲
山
系
の
山
地
で
は
砂

防
工
事
や
治
山
工
事
が
行
な
わ
れ
て
き
た
。

　

砂
防
対
策　
　

六
甲
砂
防
事
務
所
に
よ
り
実
施
さ
れ
た
防
災
対
策
工
事
は
、
平
成
十
八
（
二
〇
〇
六
）
年
四
月
一
日
現
在
、
本
市

内
で
、
砂
防
堰
堤
工
五
五
基
（
芦
屋
川
流
域
に
四
六
基
、
宮
川
流
域
に
五
基
、
夙
川
流
域
に
四
基
）、
流
路
工
四
か
所
、
護
岸
工
一

か
所
、
山
腹
工
（
山
地
斜
面
の
崩
壊
防
止
工
事
）
二
か
所
な
ど
で
あ
る
。

　

昭
和
四
十
年
以
降
の
工
事
と
し
て
は
、
昭
和
四
十
二
年
の
集
中
豪
雨
に
よ
る
災
害
復
旧
工
事
と
し
て
昭
和
四
十
三
年
三
月
に
奥
山

堰
堤
で
水
叩た

た
き工
（
堰
堤
か
ら
落
ち
る
水
に
よ
っ
て
河
床
が
浸
食
さ
れ
な
い
よ
う
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
河
床
を
固
め
る
工
事
）
を
施
工

し
、
昭
和
四
十
三
年
九
月
に
完
成
し
た
。
ま
た
同
年
十
二
月
に
は
椿
谷
第
二
堰
堤
の
工
事
に
着
手
し
、
昭
和
四
十
四
年
十
一
月
に
完

成
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和
四
十
七
年
七
月
に
荒
地
山
堰
堤
の
建
設
に
着
手
し
、
昭
和
四
十
九
年
五
月
完
成
、
昭
和
五
十
二
年
五
月

二
五
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に
は
蛇
谷
第
二
堰
堤
、
同
年
七
月
に
は
黒
越
谷
第
二
堰
堤
の
建
設
に
着
手
、
翌
年
の
二
月
、
七
月
に
そ
れ
ぞ
れ
完
成
し
た
。
昭
和

五
十
三
年
に
は
東
高
座
堰
堤
、
滝
ケ
谷
第
二
堰
堤
、
椿
谷
第
三
堰
堤
の
建
設
に
着
手
、
翌
年
の
三
月
に
そ
れ
ぞ
れ
完
成
し
た
。
昭
和

五
十
四
年
に
は
三
ツ
樫
谷
堰
堤
、
昭
和
五
十
五
年
に
は
蛇
谷
第
三
堰
堤
、
八
幡
谷
堰
堤
に
着
手
、
翌
年
に
完
成
し
た
。
昭
和
五
十
六

年
に
は
六
甲
山
系
で
初
め
て
格
子
型
鋼
製
堰
堤
（
鉄
で
で
き
た
格
子
型
の
堰
堤
で
、
細
か
い
土
砂
は
下
流
に
流
し
、
大
き
な
礫れ

き

や
転

石
を
と
め
る
も
の
）
で
あ
る
滝
ケ
谷
第
三
堰
堤
に
着
手
し
、
翌
年
の
昭
和
五
十
七
年
十
一
月
に
完
成
し
た
。
昭
和
五
十
七
年
に
は
蛇

谷
第
四
堰
堤
、
昭
和
五
十
八
年
に
は
石
仏
谷
第
二
堰
堤
、
昭
和
五
十
九
年
に
は
道
ア
ゼ
谷
第
二
堰
堤
、
昭
和
六
十
一
年
に
は
上
荒
地

第
二
堰
堤
、
荒
地
山
第
二
堰
堤
、
昭
和
六
十
二
年
に
は
梅
谷
第
二
堰
堤
、
昭
和
六
十
三
年
に
は
黒
越
谷
第
三
堰
堤
、
平
成
元
年
に
は

み
ど
り
橋
堰
堤
な
ど
の
建
設
に
着
手
、
そ
れ
ぞ
れ
完
成
し
て
き
た
。

　

そ
の
ほ
か
、
山
地
内
の
河
川
工
事
で
あ
る
流
路
工
と
し
て
は
昭
和
三
十
九
か
ら
四
十
三
年
ま
で
宮
川
護
岸
お
よ
び
暗
渠
工
（
土

中
に
砂
礫
を
敷
設
し
、
ミ
ズ
ミ
チ
を
構
築
す
る
も
の
）、
昭
和
四
十
八
か
ら
四
十
九
年
ま
で
剣
谷
護
岸
工
お
よ
び
床
固
工
、
昭
和

六
十
一
年
か
ら
は
高
座
川
流
路
工
な
ど
を
実
施
し
て
き
た
。

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
よ
り
六
甲
山
の
山
腹
や
山
麓
部
の
河
川
で
被
害
が
発
生
し
た
た
め
、
震
災
以
降
、
土
砂
災
害
を
防
ぐ
た
め

の
堰
堤
な
ど
の
新
設
工
事
が
、
六
甲
砂
防
事
務
所
に
よ
り
積
極
的
に
行
な
わ
れ
た
。
震
災
以
降
に
施
工
さ
れ
た
堰
堤
は
、
芦
屋
川
流

域
一
五
基
、
宮
川
流
域
三
基
、
夙
川
流
域
四
基
の
合
計
二
二
基
に
加
え
て
、
斜
面
対
策
工
が
高
座
川
流
域
で
施
工
さ
れ
た
。
3
‐
9

に
震
災
以
降
に
構
築
さ
れ
た
砂
防
施
設
を
示
す
。
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3-9　阪神・淡路大震災以降に国土交通省六甲砂防事務所により施工された
　　 堰堤等位置図

（資料）兵庫県 CG ハザードマップ『六甲砂防 60 年史』
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治
山
対
策　
　

本
市
内
に
お
け
る
治
山
事
業
は
主
と
し
て
山
地
災
害
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
砂
防
対
策
と
は
別
に
ダ
ム
工
、

土
留
（
擁
壁
に
よ
る
土
砂
止
め
）
工
、
植
栽
工
な
ど
が
、
近
畿
中
国
森
林
管
理
局
、
県
農
林
水
産
部
六
甲
治
山
事
務
所
に
よ
っ
て
行

な
わ
れ
て
い
る
。

　

昭
和
四
十
二
年
七
月
の
集
中
豪
雨
に
よ
り
、
六
甲
山
系
に
多
数
の
山
腹
崩
壊
が
発
生
し
た
。
崩
壊
面
積
は
二
二
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
に

も
及
び
、
六
甲
山
系
に
は
爪
で
ひ
っ
か
い
た
よ
う
な
傷
跡
が
多
く
残
っ
た
。
県
は
こ
の
災
害
の
対
策
の
た
め
、
昭
和
四
十
二
年
十
月

一
日
に
六
甲
治
山
事
務
所
を
新
た
に
設
置
し
、
神
戸
市
、
西
宮
市
お
よ
び
本
市
の
治
山
事
業
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
し
た
。

復
旧
工
法
は
、
谷
止
工
（
小
規
模
な
堰
堤
）
と
山
腹
の
固
定
お
よ
び
土
砂
の
流
出
防
止
を
目
的
と
し
た
土
留
工
に
よ
る
山
腹
基
礎
の

固
定
、
そ
し
て
積
苗
工
（
山
腹
斜
面
を
階
段
状
に
整
形
し
て
苗
床
を
つ
く
り
、
植
栽
す
る
工
事
）
に
よ
る
緑
化
が
主
流
と
な
っ
た
。

昭
和
四
十
二
か
ら
四
十
五
年
に
は
年
平
均
一
六
八
基
の
土
留
工
が
施
工
さ
れ
た
。
昭
和
四
十
六
年
以
降
の
土
留
工
の
施
工
数
が
年
平

均
二
六
基
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
い
か
に
多
く
の
山
腹
工
事
が
集
中
的
に
六
甲
山
で
行
な
わ
れ
た
か
が
わ
か
る
。

　

昭
和
六
十
年
頃
か
ら
、
復
旧
工
事
に
加
え
て
、
予
防
対
策
と
し
て
の
渓
間
工
事
や
、
渓
流
上
流
部
で
の
工
事
が
多
く
な
っ
た
。
こ

の
た
め
資
材
の
運
搬
距
離
が
長
く
な
り
、
工
費
が
増
大
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
谷
止
工
の
規
模
も
大
き
く
な
り
、
堤
高

が
一
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
も
多
く
な
っ
た
。
ま
た
、
市
街
地
が
六
甲
山
系
山
麓
部
に
拡
大
し
、
人
家
の
裏
山
で
の
山
腹
工
事

が
多
く
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
緑
化
を
行
な
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
が
多
い
た
め
、
格
子
状
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
枠
で
斜
面
を
覆
う
枠

工
の
施
工
が
多
く
な
っ
た
。

　

平
成
七
年
一
月
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
、
六
甲
山
系
の
至
る
所
で
崩
壊
、
落
石
や
亀
裂
が
発
生
し
た
。
崩
壊
面
積
は
四
四
ヘ

二
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そ
の
他
が
二
三
・
九
％
と
大
き
く
、
凶
悪
犯
や

粗
暴
犯
は
少
な
い
。
し
か
し
、
次
の
昭
和
五
十

年
代
に
な
る
と
窃
盗
犯
の
割
合
が
大
き
く
な

り
、
そ
の
他
は
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
傾
向

は
、
次
の
十
年
間
も
続
い
て
い
る
が
、
平
成
七

年
か
ら
の
最
後
の
十
年
間
は
、
再
び
そ
の
他
が

増
大
し
、
窃
盗
犯
の
割
合
と
し
て
は
減
少
し
て

い
る
が
、
絶
対
数
は
十
年
平
均
値
を
み
る
と
、

増
大
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
近
年
、
窃
盗

犯
が
増
大
し
て
い
る
。

　

一
方
、
県
全
体
の
刑
法
犯
認
知
・
検
挙
件
数

の
変
遷
を
示
し
た
も
の
が
、
3
‐
29
で
あ
る
。

こ
れ
を
み
る
と
、
認
知
件
数
は
昭
和
四
十
か
ら

四
十
八
年
頃
ま
で
は
減
少
傾
向
に
あ
っ
た
が
、

昭
和
四
十
八
か
ら
五
十
七
年
頃
ま
で
は
増
加
傾

向
、
そ
の
後
は
平
成
九
年
頃
ま
で
は
ほ
ぼ
横
ば

県庫兵市屋芦

0.5%

84.3%

2.3%

12.9% 0.5%

84.2%

4.1%

11.2%

凶悪犯 窃盗犯 粗暴犯 その他凶悪犯 窃盗犯 粗暴犯 その他

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

S40　42　44　46　48　50　52　54　56　58　60　62　H1 　3  　5  　7  　9 　11　13　15

（％）

認知件数 検挙件数

（上）3-31　40 年間の犯罪別認知件数の割合
（下）3-32　県に対する本市の刑法犯罪の割合
（資料）「県統計書　年次データ」、「近畿都市概要（S40 ～ 46）」、「市統計書（S47

～ H16）」
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ク
タ
ー
ル
に
及
び
、
山
肌
や
谷
間
に
崩
落
し
た
土
砂
が
不
安
定
な
状
態
で
堆
積
し
、
大
雨
や
余
震
に
よ
る
二
次
災
害
が
懸
念
さ
れ

た
。
事
実
、
地
震
後
の
五
月
と
七
月
の
降
雨
に
よ
り
、
地
震
時
に
出
現
し
た
崩
壊
を
上
回
る
数
の
崩
壊
が
発
生
し
、
地
震
に
よ
り
山

腹
が
不
安
定
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
地
震
直
後
は
、
不
安
定
な
箇
所
に
は
法
切
工
（
不
安
定
な
土
砂
を
取
り
除

き
、
斜
面
を
整
形
す
る
方
法
）、
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
被
覆
、
仮
設
防
護
柵
な
ど
の
応
急
仮
設
工
が
行
な
わ
れ
た
。
本
格
的
な
復
旧
工

事
は
平
成
七
年
三
月
か
ら
緊
急
性
の
高
い
箇
所
か
ら
順
次
行
な
わ
れ
た
。
山
く
ず
れ
に
直
接
面
し
た
場
所
で
は
、
不
安
定
な
土
砂
の

除
去
と
土
砂
流
出
防
止
柵
の
設
置
が
優
先
さ
れ
た
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
枠
で
斜
面
を
覆
う
枠
工
の
被
災
が
少
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
も
あ

り
、
ア
ン
カ
ー
工
（
地
中
に
挿
入
し
た
鋼
線
で
地
山
を
安
定
化
さ
せ
る
工
法
）
を
併
設
し
た
現
場
打
ち
法
枠
工
が
対
策
工
と
し
て
多

く
採
用
さ
れ
た
。
大
規
模
な
転
石
に
よ
る
崩
壊
箇
所
で
は
、
ワ
イ
ヤ
ー
ロ
ー
プ
と
金
網
に
よ
り
、
不
安
定
な
転
石
を
固
定
す
る
工
法

も
多
く
用
い
ら
れ
た
。
谷
間
で
は
荒
廃
し
た
渓
流
の
出
口
に
谷
止
工
な
ど
土
石
流
防
止
施
設
が
建
設
さ
れ
た
。
緊
急
性
と
資
材
調
達

の
関
係
か
ら
、
鋼
製
の
谷
止
工
が
建
設
さ
れ
た
。

　

本
市
内
に
お
い
て
震
災
以
降
に
施
工
さ
れ
た
治
山
事
業
は
、
奥
山
を
主
体
と
し
て
、
二
五
か
所
に
も
及
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
は
、

山
腹
工
、
土
留
工
、
落
石
対
策
工
、
柵
工
、
ワ
イ
ヤ
ー
ロ
ー
プ
工
、
谷
止
工
、
法
枠
工
、
ア
ン
カ
ー
工
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
奥
山

地
区
（
高
座
の
滝
）
の
落
石
危
険
斜
面
で
は
、
不
安
定
岩
塊
の
除
去
、
柵
工
（
鋼
製
落
石
防
止
柵
）
と
ワ
イ
ヤ
ー
ロ
ー
プ
ネ
ッ
ト
工

な
ど
で
落
石
防
止
対
策
工
事
を
実
施
、
崩
壊
の
お
そ
れ
の
あ
る
斜
面
は
、
法
切
り
を
し
て
安
定
さ
せ
、
山
腹
基
礎
工
（
土
止
工
）
と

あ
わ
せ
て
早
期
に
緑
化
を
進
め
、
森
林
の
復
元
を
図
る
工
事
が
実
施
さ
れ
た
。

　

な
お
、
本
市
内
に
は
県
に
よ
る
治
山
事
業
の
ほ
か
に
、
国
の
事
業
と
し
て
震
災
後
は
国
有
林
野
内
で
、
谷
止
工
が
二
四
基
、
落
石

二
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防
止
柵
が
三
か
所
、
山
腹
工
な
ど
約
二
〇
億
円
の
費
用
で
治
山
工
事
が
実
施
さ
れ
た
。

三
． 
山
麓
部
の
土
砂
災
害
対
策
と
備
え

　

六
甲
山
の
山
麓
部
に
は
、
自
然
斜
面
と
宅
地
が
混
在
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
こ
の
よ
う
な
地
域
で
は
土
砂
災
害
に
よ
り
直
接
被
害

を
受
け
や
す
い
。
こ
の
た
め
、
土
石
流
や
山
腹
崩
壊
、
が
け
く
ず
れ
の
対
策
が
行
な
わ
れ
る
と
と
も
に
、
宅
地
の
災
害
予
防
も
行
な

わ
れ
つ
つ
あ
る
。

　

土
石
流
危
険
渓
流　
　

土
石
流
が
発
生
す
る
危
険
性
の
あ
る
「
土
石
流
危
険
渓
流
」
は
、「
平
成
十
八
年
度
地
域
防
災
計
画
資
料

編
」
に
よ
る
と
芦
屋
川
・
宮
川
水
系
を
中
心
に
、
市
内
に
二
七
渓
流
あ
る
。
内
訳
は
、
芦
屋
川
水
系
で
一
七
渓
流
、
保
全
対
象
人
口

は
の
べ
四
五
二
九
人
、
保
全
対
象
人
家
は
の
べ
二
一
二
四
戸
、
宮
川
水
系
で
四
渓
流
、
保
全
対
象
人
口
は
の
べ
三
一
五
四
人
、
保
全

対
象
人
家
は
の
べ
四
五
六
戸
、
高
座
川
水
系
で
三
渓
流
、
保
全
対
象
人
口
は
の
べ
一
六
八
〇
人
、
保
全
対
象
人
家
は
の
べ
七
四
四

戸
、
高
橋
川
水
系
で
一
渓
流
、
保
全
対
象
人
口
は
一
〇
八
人
、
保
全
対
象
人
家
は
四
八
戸
、
夙
川
水
系
で
二
渓
流
、
保
全
対
象
人
口

は
の
べ
一
四
〇
人
、
保
全
対
象
人
家
は
の
べ
六
二
戸
で
あ
る
。
六
甲
山
系
の
山
麓
部
で
は
土
石
流
危
険
渓
流
が
多
く
、
開
発
が
進
ん

で
い
る
た
め
保
全
対
象
が
多
い
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　

山
地
災
害
危
険
地
区　
　

渓
流
で
は
な
く
山
腹
に
着
目
し
た
山
地
災
害
危
険
地
区
の
う
ち
、
山
腹
崩
壊
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
「
山
腹
崩
壊
危
険
地
区
」
は
、「
平
成
十
八
年
度
地
域
防
災
計
画
資
料
編
」
に
よ
る
と
、
市
内
に
八
か
所
存
在
す
る
。
そ
の
面

積
は
、
全
体
で
三
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
。
ま
た
、
山
腹
崩
壊
に
よ
っ
て
流
出
し
た
土
砂
が
土
石
流
な
ど
に
な
っ
て
、
災
害
が
発
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生
す
る
可
能
性
が
あ
る
「
崩
壊
土
砂
流
出
危
険
地
区
」
は
、
市
内
に
一
六
か
所
あ
る
。
総
渓
流
長
は
一
〇
・
四
六
キ
ロ
、
総
面
積
は

一
九
・
八
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
達
す
る
。
こ
れ
ら
は
芦
屋
川
上
流
の
奥
山
地
区
や
剱
谷
地
区
に
多
い
。

　

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域　
　

山
地
や
山
麓
部
で
開
発
が
進
行
し
、
地
形
的
に
宅
地
造
成
な
ど
の
開
発
が
難
し
い
場
所
で
も
、
新

た
な
造
成
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
急
傾
斜
を
有
す
る
斜
面
が
宅
地
の
背
面
に
残
存
す
る
と
、
集
中
豪
雨
に
よ
り
こ
の
急
斜
面
が

崩
壊
す
る
こ
と
に
よ
り
大
き
な
人
的
、
物
的
な
災
害
が
発
生
す
る
可
能
性
が
大
き
く
な
る
。
こ
の
例
が
六
甲
山
で
発
生
し
た
昭
和

四
十
二
（
一
九
六
七
）
年
七
月
豪
雨
災
害
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
急
斜
面
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
災

害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
区
域
を
「
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
」
と
定
め
、
必
要
な
規
制
と
防
災
工
事
が
で
き
る
よ
う
に
、
昭

和
四
十
四
年
七
月
一
日
に
「
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
た
。「
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
箇
所

Ⅰ
」
は
傾
斜
が
三
〇
度
以
上
で
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
急
傾
斜
地
で
想
定
被
害
区
域
内
に
人
家
が
五
戸
以
上
あ
る
場
合
、「
急
傾

斜
地
崩
壊
危
険
箇
所
Ⅱ
」
は
傾
斜
が
三
〇
度
以
上
で
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
急
傾
斜
地
で
想
定
被
害
区
域
内
に
人
家
が
一
か
ら

四
戸
あ
る
場
合
、「
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
箇
所
Ⅲ
」
は
傾
斜
が
三
〇
度
以
上
で
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
急
傾
斜
地
で
想
定
被
害
区

域
内
に
人
家
は
な
い
が
、
将
来
住
宅
な
ど
が
新
規
に
立
地
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

　

本
市
内
に
は
、「
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
箇
所
Ⅰ
」
は
阪
神
・
淡
路
大
震
災
ま
で
は
一
八
か
所
で
あ
っ
た
が
、
震
災
以
後
被
災
関
連
緊

急
事
業
の
特
例
措
置
に
よ
り
新
た
に
五
か
所
が
追
加
さ
れ
、
平
成
十
八
年
度
時
点
で
、
二
三
か
所
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。
う
ち
六
か

所
で
県
に
よ
る
防
災
工
事
が
施
工
さ
れ
て
い
る
。「
急
傾
斜
崩
壊
危
険
箇
所
Ⅱ
」
は
七
か
所
、「
急
傾
斜
崩
壊
危
険
箇
所
Ⅲ
」
は
一
か
所

が
指
定
さ
れ
て
い
る
。
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土
砂
災
害
警
戒
区
域　
　

従
来
の
土
砂
災
害
防
止
対
策
は
、
行
為
の
規
制
と
許
可
に
よ
り
安
全
を
確
保
す
る
方
法
と
、
行
政
機
関

が
積
極
的
に
防
災
構
造
物
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
安
全
を
確
保
す
る
方
法
の
二
本
立
て
で
行
な
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
平
成

十
一
（
一
九
九
九
）
年
六
月
二
十
九
日
に
広
島
県
内
で
三
二
人
の
死
者
を
出
し
た
豪
雨
災
害
を
契
機
と
し
て
、
こ
の
二
本
立
て
の
対

策
に
加
え
て
、
避
難
に
よ
り
命
の
安
全
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
法
律
が
新
た
に
制
定
さ
れ
、
平
成
十
三
年
よ
り
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ

は
「
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
急
傾
斜
地
に
お
け
る

崩
壊
や
、
土
石
流
、
地
す
べ
り
に
対
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
緊
急
時
に
避
難
を
行
な
う
場
所
を
「
土
砂
災
害
警
戒
区
域
」（
黄
色
）、
特

に
危
険
が
大
き
く
対
策
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
「
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
」（
赤
色
）
と
設
定
し
、
そ
こ
で
は
行
為
の
制
限
や
家

屋
に
対
す
る
補
強
な
ど
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
、
土
砂
災
害
か
ら
人
命
を
守
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
法
律
で
あ
る
。
県
内
で
は
こ
れ

ら
に
該
当
す
る
危
険
斜
面
は
約
二
万
か
所
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
県
は
平
成
十
六
年
以
降
、
ま
ず
「
土
砂
災
害
警
戒
区
域
」
を
設
定

し
、
避
難
に
よ
る
安
全
の
確
保
を
め
ざ
し
順
次
、
指
定
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
法
律
は
行
政
機
関
に
よ
る
安
全
の
確
保
に
加
え

て
、
住
民
の
避
難
行
動
に
よ
る
安
全
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
従
来
に
な
い
新
し
い
法
律
で
あ
る
。
本
市
で
は
、
平
成
十
九
年
九
月
に

土
砂
災
害
警
戒
区
域
が
指
定
さ
れ
た
。

　

宅
地
災
害
予
防　
　

昭
和
三
十
六
（
一
九
六
一
）
年
六
月
に
六
甲
山
系
を
襲
っ
た
集
中
豪
雨
に
よ
り
、
六
甲
山
麓
の
宅
地
擁
壁
や

造
成
中
の
宅
地
か
ら
の
土
砂
流
出
が
発
生
し
多
く
の
被
害
が
出
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
宅
地
造
成
工
事
お
よ
び
危
険
な
既
成
宅
地

の
擁
壁
や
が
け
く
ず
れ
の
防
止
、
ま
た
は
、
土
砂
の
流
出
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
災
害
の
翌
年
の
昭
和
三
十
七
年
に
「
宅
地
造

成
等
規
制
法
」
が
施
行
さ
れ
た
。
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本
市
で
は
、
こ
の
法
律
に
基
づ
き
昭
和
三
十
七
年
六
月
六
日
に
、
阪
急
神
戸
線
以
北
の
全
域
が
宅
地
造
成
工
事
規
制
区
域
に
指
定

さ
れ
た
。
指
定
区
域
面
積
は
一
二
〇
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
、
こ
れ
は
市
域
面
積
の
七
〇
％
に
相
当
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
区
域
で

宅
地
造
成
工
事
が
行
な
わ
れ
る
場
合
に
は
、
知
事
の
許
可
お
よ
び
工
事
完
了
検
査
が
義
務
づ
け
ら
れ
安
全
な
宅
地
が
造
成
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
一
方
、
こ
の
規
制
区
域
以
外
で
は
面
積
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
土
地
で
、
主
と
し
て
建
築
物
の
建
築
な
ど
に

供
す
る
目
的
で
開
発
行
為
を
行
な
う
場
合
に
も
、
知
事
の
開
発
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
で
、
宅
地
の

安
全
が
守
ら
れ
て
い
る
。
昭
和
四
十
九
年
、
人
口
の
都
市
集
中
化
か
ら
市
民
の
住
環
境
を
守
る
た
め
宅
地
開
発
指
導
要
綱
な
ど
が
設

け
ら
れ
た
。

　

平
成
七
年
発
生
し
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
、
宅
地
擁
壁
も
大
き
な
被
害
を
受
け
、
法
律
に
基
づ
く
勧
告
数
は
、
神
戸
市
で

一
七
〇
七
か
所
、
宝
塚
市
で
二
六
三
か
所
、
西
宮
市
で
二
四
四
か
所
、
明
石
市
で
五
五
か
所
、
本
市
で
四
二
か
所
の
合
計
二
三
一
六

か
所
に
も
達
し
た
。
こ
れ
ら
被
災
を
受
け
た
擁
壁
は
神
戸
市
内
の
調
査
で
は
、
昭
和
四
十
九
年
以
前
に
施
工
さ
れ
た
擁
壁
の
被
災

率
は
一
・
二
％
、
う
ち
昭
和
三
十
七
か
ら
四
十
九
年
ま
で
の
被
災
率
は
〇
・
二
％
、
昭
和
五
十
年
以
降
の
宅
地
擁
壁
の
被
災
率
は
〇
・

〇
一
％
と
報
告
（
沖
村
孝
・
二
木
幹
夫
・
岡
本
敦
・
南
部
光
弘
「
兵
庫
県
南
部
地
震
に
よ
る
宅
地
地
盤
被
害
と
各
種
要
因
と
の
関
係

分
析
」
土
木
学
会
論
文
集
六
三
七　

一
九
九
九
）
さ
れ
て
お
り
、
上
述
し
た
法
律
に
よ
る
規
制
が
、
宅
地
擁
壁
の
安
全
確
保
に
果
た

し
た
役
割
は
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
た
。
地
震
直
後
の
宅
地
応
急
危
険
度
判
定
に
つ
い
て
は
第
零
章
阪
神
・
淡
路

大
震
災
で
紹
介
す
る
。

　

震
災
以
前
か
ら
、
本
市
で
は
毎
年
梅
雨
の
時
期
に
な
る
と
「
広
報
あ
し
や
」
を
活
用
し
て
土
砂
災
害
や
宅
地
保
全
の
注
意
を
喚
起
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し
、
市
民
の
安
全
確
保
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
震
災
後
、
土
砂
災
害
の
可
能
性
が
増
大
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
引
き
続
き
、
市
民
の

安
全
に
対
す
る
広
報
活
動
を
行
な
う
と
と
も
に
、
県
・
警
察
お
よ
び
市
が
合
同
し
て
宅
地
造
成
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
、
災
害
が
発

生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
宅
地
に
つ
い
て
は
県
の
方
か
ら
関
係
者
に
対
し
て
口
頭
で
防
災
措
置
を
指
示
し
て
き
た
。
一
方
、
勧
告
を
受

け
た
場
合
に
は
本
市
が
創
設
し
た
「
芦
屋
市
既
成
市
街
地
宅
地
防
災
工
事
資
金
融
資
あ
っ
せ
ん
制
度
」
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、

早
期
の
復
旧
が
行
な
え
る
仕
組
み
を
つ
く
っ
た
。
そ
の
結
果
、
震
災
直
後
で
四
九
か
所
あ
っ
た
勧
告
宅
地
は
、
復
旧
工
事
が
進
み
平

成
十
七
年
度
の
パ
ト
ロ
ー
ル
で
は
、
勧
告
宅
地
一
か
所
、
文
書
に
よ
る
通
知
が
二
か
所
と
大
き
く
減
少
し
て
い
る
。

　
　

第
三
節　

防
災
計
画
の
策
定

一
． 

昭
和
四
十
年
度
防
災
計
画

　

芦
屋
市
防
災
会
議
は
、
昭
和
三
十
九
（
一
九
六
四
）
年
度
に
策
定
し
た
応
急
対
策
計
画
に
続
い
て
、
昭
和
四
十
年
度
に
災
害
予
防

計
画
を
加
え
て
、
防
災
計
画
を
策
定
し
た
。
復
旧
計
画
は
項
目
だ
け
決
め
て
お
い
て
、
現
実
に
即
応
し
て
災
害
の
つ
ど
計
画
を
立
て

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
当
時
の
地
域
防
災
計
画
は
一
応
完
成
し
た
。

　

内
容
は
積
極
的
に
予
防
対
策
を
立
て
、
損
害
を
未
然
に
防
ぎ
、
災
害
発
生
の
場
合
に
も
実
害
を
最
小
限
に
止
め
よ
う
と
す
る
も
の

で
、
⑴
河
川
お
よ
び
砂
防
施
設
、
⑵
下
水
道
、
⑶
海
岸
施
設
、
⑷
道
路
、
⑸
治
山
、
⑹
上
水
道
、
⑺
都
市
施
設
、
⑻
消
防
、
⑼
災
害

二
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救
助
施
設
、
⑽
訓
練
計
画
、
⑾
P
R
計
画
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
。

　

予
防
計
画
の
な
か
で
、
治
山
、
治
水
、
上
下
水
道
、
都
市
防
災
に
関
す
る
項
目
が
、
年
々
防
災
施
設
の
建
設
が
進
む
状
況
に
応
じ

て
、
昭
和
四
十
一
年
度
に
修
正
さ
れ
た
。
応
急
対
策
計
画
で
修
正
さ
れ
た
主
な
点
は
、
①
救
急
医
療
対
策
と
し
て
、
最
近
多
い
産
業

災
害
、
交
通
災
害
が
短
時
間
で
集
団
的
に
発
生
し
た
時
の
業
務
の
役
割
分
担
を
決
め
る
と
と
も
に
、
救
急
医
療
対
策
に
要
し
た
費
用

は
、
事
故
発
生
責
任
者
が
負
担
す
る
こ
と
を
定
め
た
、
②
技
術
者
そ
の
他
の
強
制
動
員
計
画
を
新
設
し
、
災
害
対
策
要
員
が
確
保
で

き
る
よ
う
に
規
定
し
た
。

二
． 

地
震
を
経
験
し
た
平
成
八
年
の
地
域
防
災
計
画
の
改
訂

　

芦
屋
市
地
域
防
災
計
画
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
教
訓
と
し
て
、
芦
屋
市
震
災
復
興
計
画
、
防
災
基
本
計
画
お
よ
び
兵
庫
県
地

域
防
災
計
画
と
の
整
合
性
を
図
り
、
ま
た
、
地
域
防
災
計
画
懇
話
会
の
意
見
や
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
反
映
す
る
た
め
大
幅
に

見
直
し
、
実
効
性
の
高
い
計
画
に
平
成
八
年
に
改
訂
し
た
。
地
震
対
策
編
の
概
要
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑴
地
震
災
害
対
策
の
強
化　
　

従
来
の
計
画
は
、
風
水
害
対
策
を
中
心
と
し
て
い
た
が
、
震
災
の
教
訓
を
ふ
ま
え
、
地
震
対
策
編
を

強
化
、
独
立
さ
せ
体
系
的
に
整
理
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
災
害
は
風
水
害
等
対
策
編
と
し
、
地
震
対
策
編
に
準
じ
て
見
直
し

た
。

⑵
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
教
訓
を
生
か
す　
　

震
災
の
教
訓
を
ふ
ま
え
、
応
急
対
策
の
実
施
活
動
の
流
れ
と
、
そ
の
基
準
お
よ
び
担

当
を
具
体
的
に
明
記
し
、
市
民
の
防
災
へ
の
備
え
と
役
割
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
た
。
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①
構
成　
　

総
則
、
災
害
予
防
計
画
、
災
害
応
急
対
策
計
画
、
災
害
復
旧
計
画
と
い
う
構
成
で
体
系
的
に
整
理
し
た
。

②
総
則　
　

計
画
の
前
提
条
件
と
し
て
「
自
然
的
条
件
」、「
社
会
的
条
件
」、「
地
震
災
害
の
履
歴
」、「
災
害
の
危
険
性
と
被
害
の
想

定
」
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
震
災
の
教
訓
を
風
化
さ
せ
な
い
た
め
、
応
急
活
動
の
項
目
ご
と
に
、「
今
回
の
震
災
で
得
た
教
訓
・
課

題
」
を
明
ら
か
に
し
た
。

③
災
害
予
防
計
画　
　

「
地
震
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
」
で
は
、
火
災
の
延
焼
を
防
止
す
る
防
災
緑
地
軸
の
整
備
計
画
、
建
築
物
な
ど

の
耐
震
不
燃
化
対
策
に
努
め
、
ま
た
、
日
常
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
る
小
学
校
区
を
「
防
災
生
活
圏
」
と
設
定
し
、「
地
域
防
災
拠

点
」、「
地
区
防
災
拠
点
」
な
ど
の
機
能
に
応
じ
て
、
耐
震
性
飲
料
・
消
火
兼
用
貯
水
槽
や
備
蓄
倉
庫
の
設
置
、
防
災
用
資
機
材
の
配

備
な
ど
を
順
次
整
備
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

　

「
災
害
応
急
活
動
へ
の
備
え
の
充
実
」
で
は
、
迅
速
な
情
報
の
収
集
・
伝
達
を
図
る
た
め
、
平
成
八
年
度
か
ら
郵
政
省
（
当
時
）

が
開
発
す
る
地
域
非
常
通
信
シ
ス
テ
ム
の
開
発
に
参
画
す
る
。
ま
た
、
ほ
か
の
市
町
と
の
災
害
応
援
協
定
の
締
結
を
促
進
す
る
（
平

成
十
四
年
度
か
ら
運
用
を
開
始
し
て
い
る
）。

　

市
は
、
地
震
発
生
直
後
の
食
料
お
よ
び
生
活
必
需
品
な
ど
を
調
達
す
る
た
め
、「
生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
こ
う
べ
」
と
協
定
を
締
結

し
た
が
、
発
災
後
の
三
日
間
の
非
常
食
、
飲
料
水
に
つ
い
て
は
、「
自
ら
の
安
全
は
自
ら
で
守
る
」
と
の
趣
旨
か
ら
、
市
民
に
も
備
蓄

し
て
も
ら
う
よ
う
に
依
頼
し
た
。

　

「
市
民
の
防
災
活
動
の
促
進
」
で
は
、
防
災
知
識
の
普
及
お
よ
び
自
主
防
災
組
織
づ
く
り
を
最
重
要
課
題
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

自
主
防
災
組
織
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
や
自
治
会
な
ど
に
設
立
を
依
頼
し
た
（
平
成
二
十
年
度
で
の
結
成
率
は
九
〇
・
二
％

二
六
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で
あ
る
）。

④
災
害
応
急
対
策
計
画　
　

地
震
発
生
後
の
経
過
に
し
た
が
っ
て
必
要
と
な
る
対
策
を
順
に
整
理
し
、
そ
の
活
動
の
優
先
順
位
を
付

け
や
す
く
す
る
と
と
も
に
、
具
体
的
な
活
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
示
し
、
迅
速
な
応
急
対
策
の
実
施
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
し
た
。

　

特
に
、
時
間
外
に
お
け
る
初
動
体
制
に
つ
い
て
は
、
本
市
、
西
宮
市
ま
た
は
神
戸
市
東
灘
区
の
い
ず
れ
か
の
地
域
に
お
い
て
震
度

四
以
上
の
地
震
が
発
生
し
た
時
は
、
職
員
が
自
主
参
集
す
る
体
制
と
し
た
。
ま
た
、
救
護
所
で
の
医
療
は
、
今
回
の
震
災
時
と
同

様
、
芦
屋
市
医
師
会
に
依
頼
す
る
こ
と
と
し
た
。
さ
ら
に
、
震
災
の
教
訓
を
も
と
に
、「
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
災
害
弱
者
対
策
」、

「
二
次
災
害
の
防
止
活
動
」、「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
自
発
的
支
援
の
受
け
入
れ
」
な
ど
に
つ
い
て
、
新
た
に
追
加
し
た
。

⑤
災
害
復
旧
計
画　
　

復
旧
に
あ
た
っ
て
必
要
な
「
災
害
復
旧
計
画
の
作
成
」
と
「
被
災
者
等
の
生
活
再
建
等
の
支
援
」
に
つ
い

て
、
そ
の
基
準
を
明
確
に
し
た
。

　
　

第
四
節　

消
防
救
急
活
動
の
移
り
変
わ
り

一
． 

火
災
の
変
遷

　

昭
和
四
十
（
一
九
六
五
）
か
ら
平
成
十
六
（
二
〇
〇
四
）
年
ま
で
に
、
市
内
で
発
生
し
た
火
災
件
数
を
3
‐
10
に
示
す
。
こ
の
図

を
み
る
と
、
昭
和
五
十
一
年
と
平
成
七
年
は
火
災
件
数
が
多
く
、
年
間
五
〇
件
以
上
の
火
災
が
発
生
し
て
い
た
。
し
か
し
、
年
に
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よ
っ
て
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
こ

の
た
め
、
平
均
す
る
と
お
よ
そ

年
間
三
三
件
の
火
災
が
発
生
し

て
い
る
。
こ
の
図
に
は
火
災
種

別
も
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に

よ
る
と
半
数
以
上
が
建
物
火
災

で
あ
り
、
車
両
や
林
野
、
そ
の

他
（
廃
材
な
ど
）
が
続
い
て
い

る
。
や
は
り
建
物
の
火
災
が
多

い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
傾
向
が
本
市
独
自
か
否

か
を
み
る
た
め
、
県
に
お
け
る

同
様
の
デ
ー
タ
を
3
‐
11
に
示

し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
火
災

件
数
の
多
い
年
は
昭
和
四
十
八

年
、
四
十
九
年
、
五
十
三
年
お
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3-10　本市の火災発生件数　（資料）「市事務報告書」

3-11　県の火災発生件数　（資料）「県統計書　年次データ」

3-12　県に対する本市の火災発生件数の割合　平均（昭和 40 年～平成 16 年）
（資料）「県統計書　年次データ」、「市事務報告書」

建物（件） 林野（件） 車両（件） その他（件） 総発生件数（件）
兵庫県（平均） 1,662 310 264 761 2,996
芦屋市（平均） 19.9 3.3 3.9 7.3 33.5
割合（平均：％） 1.20 1.06 1.48 0.96 1.12
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よ
び
平
成
六
年
で
あ
り
、
年
間

三
五
〇
〇
件
以
上
発
生
し
て
い

る
。
少
な
い
年
は
二
五
〇
〇
件

程
度
の
年
も
あ
る
が
、
変
化
の

大
き
な
傾
向
は
み
ら
れ
な
い
。

こ
の
た
め
平
均
値
を
求
め
る
と

約
三
〇
〇
〇
件
程
度
で
あ
る
。

　

3
‐
12
は
、
県
に
対
す
る
本

市
の
火
災
発
生
件
数
の
割
合
を

示
し
た
も
の
で
あ
る
。
県
全
体

の
火
災
発
生
件
数
に
占
め
る
本

市
の
そ
れ
は
、
約
一・一
％
強
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
県
の
人

口
に
対
す
る
本
市
の
人
口
の
比

率
は
約
一・
七
％
で
あ
る
た
め
、

本
市
の
火
災
は
県
内
の
他
都
市
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3-13　本市の火災による死傷者数　（資料）「市事務報告書」

3-14　県の火災による死傷者数　（資料）「県統計書　年次データ」

3-15　県に対する本市の火災による死傷者数の割合　平均（昭和40年～平成16年）
（資料）「県統計書　年次データ」、「市事務報告書」

死者（人） 負傷者（人） 計（人）
兵庫県（平均） 89 348 437
芦屋市（平均） 1.2 3.8 5.0 
割合（平均：％） 1.35 1.09 1.14
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に
比
べ
る
と
、
む
し
ろ
少
な
い

こ
と
が
わ
か
る
。

　

3
‐
13
お
よ
び
3
‐
14
は
、

本
市
お
よ
び
県
に
お
け
る
火
災

に
よ
る
死
傷
者
数
の
変
遷
で
あ

る
。
本
市
で
平
成
七
年
が
突
出

し
て
い
る
の
は
阪
神
・
淡
路
大

震
災
に
よ
る
も
の
で
、
こ
れ
を

の
ぞ
く
と
ほ
ぼ
四
・
一
人
程
度

が
火
災
に
よ
り
死
傷
し
て
い
る

が
、
死
者
は
〇
・
五
人
程
度
で
、 

三
・
六
人
は
負
傷
者
で
あ
る
。

一
方
、
県
に
お
け
る
死
傷
者
数

は
、
震
災
の
事
例
を
の
ぞ
く
と

毎
年
ほ
ぼ
四
二
〇
人
前
後
が
火

災
に
よ
り
死
傷
し
て
い
る
こ
と
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3-16　本市における火災による損害額および罹災者数の変遷　（資料）「市事務報告書」

3-17　県における火災による損害額および罹災者数の変遷　（資料）「県統計書 年次データ」

3-18　県に対する本市の火災による損害額の割合　平均（昭和40年～平成16年）
（資料）「県統計書　年次データ」、「市事務報告書」

罹災者数（人） 損害額（千円）
兵庫県（平均） 5,842 5,634,762
芦屋市（平均） 75.6 54,160
割合（平均：％） 1.3 0.96
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が
わ
か
る
。

　

3
‐
15
は
県
に
対
す
る
本
市
の
死
傷
者
の
割
合
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
県
の
死
者
に
対
す
る
本
市
の
比
率
は
一
・
三
五
％
で
あ

り
、
負
傷
者
の
そ
れ
は
一
・
〇
九
％
で
あ
り
、
火
災
発
生
件
数
の
比
率
に
対
し
て
、
死
傷
者
の
比
率
（
約
一
・
一
四
％
）
は
小
さ
く
、

消
防
・
救
急
体
制
が
充
実
し
て
い
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

　

3
‐
16
お
よ
び
3
‐
17
は
、
本
市
お
よ
び
県
に
お
け
る
火
災
に
よ
る
損
害
額
お
よ
び
罹り

さ
い災
者
数
の
変
遷
で
あ
る
。
本
市
の
火
災
に

よ
る
損
害
額
の
年
平
均
は
五
四
一
六
万
円
で
あ
り
、
県
の
そ
れ
の
年
平
均
は
五
六
億
三
四
七
六
万
二
〇
〇
〇
円
で
あ
る
。
ま
た
、
本

市
の
罹
災
者
数
の
平
均
は
七
五
・
六
人
で
あ
り
、
県
の
平
均
罹
災
者
数
は
五
八
四
二
人
で
あ
る
。
3
‐
18
は
県
に
対
す
る
本
市
の
火

災
に
よ
る
罹
災
者
数
お
よ
び
損
害
額
の
比
率
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
、
人
口
比
率
約
一
・
七
％
に
比
べ
る
と
両
者
の
割

合
は
小
さ
な
値
を
示
し
、
消
防
体
制
の
充
実
に
よ
り
市
民
が
受
け
る
被
害
は
少
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

二
． 

消
防
署
の
変
遷
・
充
実

　

昭
和
二
十
五
（
一
九
五
〇
）
年
に
本
市
の
み
を
管
轄
区
域
と
し
た
芦
屋
市
消
防
本
部
・
芦
屋
消
防
署
が
、
人
員
三
一
人
、
消
防
車

三
台
で
発
足
し
た
。

　

昭
和
四
十
年
に
消
防
本
部
の
組
織
を
改
正
し
、
総
務
、
警
防
の
二
課
四
係
体
制
と
し
た
。
昭
和
四
十
一
年
に
は
、
救
急
自
動
車
の

寄
贈
を
受
け
、
救
急
業
務
を
開
始
し
た
。
消
防
本
部
の
機
構
を
改
革
し
、
昭
和
四
十
四
年
に
は
消
防
本
部
の
規
則
を
一
部
改
正
し

て
、
警
防
課
に
消
防
二
係
を
新
設
し
、
一
本
部
二
課
五
係
体
制
と
し
た
。
昭
和
四
十
八
年
に
は
予
防
課
を
新
設
し
、
三
課
七
係
体
制

二
六
八
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と
し
た
。
昭
和
四
十
九
年
に
な
る
と
、
全
市
域
に
四
階
以
上
の
中
高
層
建
物
は
三
〇
〇
棟

に
及
ん
で
い
た
。
ま
た
、
消
防
法
に
定
め
る
危
険
物
施
設
は
四
八
〇
か
所
に
も
達
し
て
い

た
。
加
え
て
交
通
事
情
も
含
め
て
、
常
に
災
害
の
危
険
性
を
抱
え
て
い
た
た
め
、
人
口
増

の
著
し
い
北
部
方
面
の
東
山
町
に
消
防
出
張
所
を
昭
和
五
十
年
十
二
月
に
新
設
し
、
人
員

一
七
人
と
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
一
台
と
救
急
自
動
車
一
台
を
配
置
し
た
。

　

さ
ら
に
、
昭
和
五
十
四
年
九
月
に
は
シ
ー
サ
イ
ド
タ
ウ
ン
に
、
五
二
棟
（
三
三
八
一

戸
）
の
高
層
住
宅
が
建
ち
、
四
〇
％
以
上
が
入
居
済
み
の
状
態
に
な
っ
て
い
た
。
加
え

て
、
将
来
、
中
・
低
層
地
区
に
二
三
〇
〇
あ
ま
り
の
住
宅
が
建
設
さ
れ
る
予
定
に
な
っ

て
い
た
。
こ
の
た
め
、
シ
ー
サ
イ
ド
タ
ウ
ン
に
お
け
る
消
防
体
制
強
化
お
よ
び
「
五
分
消

防
、
三
分
救
急
」
を
達
成
す
る
た
め
、
昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
高
浜
町
に
高
浜
分
署
を

開
設
し
た
。
高
浜
分
署
に
は
三
五
メ
ー
ト
ル
は
し
ご
付
消
防
自
動
車
一
台
、
水
槽
付
ポ
ン

プ
車
一
台
、
お
よ
び
救
急
車
一
台
を
配
置
し
た
。

　

平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
は
阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
受
け
、
震
災
復
興
本
部
や
震
災
復

興
計
画
が
策
定
さ
れ
る
な
ど
大
き
な
出
来
事
が
あ
っ
た
が
、
消
防
関
係
で
は
四
月
に
消
防

本
部
の
組
織
を
改
正
し
、
救
急
救
助
課
を
新
設
し
、
四
課
九
係
体
制
と
し
た
。
平
成
九
年

に
は
、
前
年
度
に
市
長
室
防
災
担
当
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
三
課
九
係
体
制
と
す
る
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3-19　消防吏員数の変遷
（資料）「市消防年誌（S40 ～ 42 年）」、「市事務報告書（S43 ～ H16）」
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と
と
も
に
、
平
成
十
年
に
は
条
例
定
数
を
九
五
人
体

制
と
し
た
。
平
成
十
一
年
四
月
一
日
奥
池
分
遣
所
を

奥
池
南
町
に
開
設
し
、
勤
務
員
三
人
、
車
両
二
台
を

配
置
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
消
防
体
制
が
整
備
さ
れ

た
。

　

3
‐
19
は
、
昭
和
四
十
か
ら
平
成
十
六
年
ま
で
の

消
防
吏
員
数
の
変
遷
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和

四
十
一
年
に
消
防
行
政
を
高
度
に
推
進
す
る
た
め
、

六
人
の
増
員
が
図
ら
れ
、
総
員
五
二
人
体
制
と
な
っ

た
。
昭
和
四
十
九
年
か
ら
東
山
出
張
所
要
員
の
た
め

に
六
六
人
前
後
と
増
員
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
高
浜
分

署
新
設
の
た
め
に
昭
和
五
十
四
年
頃
か
ら
七
五
人
体

制
と
な
り
、
昭
和
五
十
五
年
か
ら
は
七
九
か
ら
八
〇

人
体
制
と
な
っ
た
。
平
成
五
年
頃
か
ら
は
救
急
体
制

の
高
度
化
に
伴
い
、
三
か
ら
四
人
の
増
員
が
あ
っ
た

が
、
平
成
七
年
の
震
災
の
影
響
で
、
さ
ら
に
増
員
さ
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消防費 一般会計決算額に対する消防費の割合
S40　42　44　46　48　50　52　54　56　58　60　62　 H1　3  　5  　7  　9 　11　13　15

3-20　消防吏員一人に対する人口の推移
（資料）「市統計書」、「市消防年誌（S40 ～ 42）」、「市事務報告書（S43 ～ H16）」

3-21　年度別消防費と一般会計決算額との比率の変遷　（資料）「市統計書」
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れ
平
成
十
六
年
で
は
九
三
人
体
制
と
な
っ
て
い
る
。

　

3
‐
20
は
、
消
防
吏
員
一
人
に
対
す
る
人
口
の
推
移
を
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
昭
和
四
十

年
代
は
一
人
あ
た
り
一
三
〇
〇
か
ら
一
四
〇
〇
人
で
あ
っ
た
が
、
出
張
所
や
分
署
の
新
設
に

伴
う
増
員
や
、
救
急
活
動
の
高
度
化
に
伴
う
増
員
に
よ
り
平
成
十
六
年
で
は
約
九
五
〇
人
前

後
と
減
少
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
が
向
上
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

3
‐
21
は
、
消
防
費
お
よ
び
消
防
費
が
一
般
会
計
決
算
額
に
占
め
る
比
率
の
変
遷
を
示
し

た
も
の
で
あ
る
。
消
防
費
は
昭
和
四
十
年
か
ら
年
々
増
大
し
て
い
る
が
、
一
般
会
計
決
算
額

の
増
加
額
が
大
き
い
た
め
、
比
率
は
年
々
減
少
し
て
い
る
。
平
成
七
年
の
震
災
を
契
機
に
、

消
防
費
は
大
き
く
増
大
し
、
平
成
十
、十
一
年
度
は
一
三
・
六
億
円
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
以
後

は
減
少
し
、
平
成
十
六
年
で
は
約
一
一
・
四
億
円
と
な
っ
て
い
る
。

　

市
民
一
人
あ
た
り
の
消
防
費
の
変
遷
を
み
る
と
（
3
‐
22
）、
平
成
十
年
に
一
人
あ
た
り

の
消
防
費
は
一
万
八
〇
〇
〇
円
弱
に
ま
で
達
し
た
が
、
こ
れ
を
ピ
ー
ク
と
し
て
そ
の
後
は
減

少
し
、
平
成
十
六
年
に
は
一
万
二
〇
〇
〇
円
強
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
震
災
を
受
け

て
、
消
防
・
救
急
体
制
の
充
実
が
図
ら
れ
た
が
、
人
口
の
回
復
に
伴
い
市
民
一
人
あ
た
り
の

消
防
費
が
減
少
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

S40　42　 44　 46　 48　 50　 52　 54　 56　 58　 60　 62　H1 　 3  　 5  　 7  　 9　 11　 13　 15
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3-22　市民一人あたりの消防費　（資料）「市統計書」
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三
． 

消
防
団
の
変
遷
・
課
題

　

消
防
団
の
充
実
の
た
め
、
昭
和
二
十
四
（
一
九
四
九
）
年
に
岩
園
分
団
車
を
、
昭
和

二
十
五
年
に
精
道
分
団
車
を
、
昭
和
二
十
八
年
に
は
打
出
分
団
車
を
購
入
す
る
と
と
も
に
、

山
手
分
団
を
西
山
町
に
移
転
す
る
な
ど
し
て
、
発
足
当
時
の
体
制
を
整
え
た
。
そ
の
後
、
平

成
八
年
に
は
、
消
防
団
条
例
を
改
正
し
、
消
防
団
員
の
定
数
を
一
三
四
人
と
し
た
。
平
成

十
六
年
時
点
で
消
防
団
本
部
（
女
性
消
防
団
員
（
バ
ー
デ
ィ
ー
ズ
）
を
含
む
）
と
、
山
手
分

団
、
岩
園
分
団
、
精
道
分
団
お
よ
び
打
出
分
団
の
四
分
団
よ
り
構
成
さ
れ
る
芦
屋
市
消
防
団

が
活
動
し
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
消
防
団
は
昭
和
二
十
二
年
に
警
防
団
か
ら
消
防
団
と

な
り
、
地
域
の
消
防
活
動
の
み
な
ら
ず
、
自
然
災
害
に
対
す
る
防
災
活
動
も
行
な
っ
て
い

る
。
全
国
的
に
み
る
と
戦
後
ま
も
な
く
約
二
〇
〇
万
人
い
た
消
防
団
員
は
、
平
成
元
年
頃
に

は
約
一
〇
〇
万
人
に
減
少
し
て
お
り
、
ま
た
、
消
防
団
員
の
高
齢
化
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
化
も

問
題
に
な
っ
て
い
る
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
神
戸
市
に
お
い
て
は
消
防
団
活
動
の
衰
退

に
よ
り
、
多
く
の
人
員
を
必
要
と
す
る
緊
急
時
の
対
応
が
遅
れ
る
問
題
が
顕
在
化
し
て
お

り
、
地
域
に
根
ざ
し
た
消
防
団
活
動
の
充
実
が
望
ま
れ
る
。

　

3
‐
23
は
、
昭
和
四
十
三
か
ら
平
成
十
六
年
ま
で
の
本
市
の
消
防
団
の
定
員
と
実
員
の
変
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3-23　消防団員数の変遷　（資料）「市事務報告書」
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遷
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
定
員
は
平
成
二
年
ま
で
一
二
三
人
、
条
例
の
改
正
に
伴
い
平
成

三
年
か
ら
一
二
四
人
に
な
っ
た
。
震
災
以
降
、
定
員
が
増
大
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
員
に

な
る
と
定
員
を
満
た
す
こ
と
な
く
、
最
近
は
欠
員
が
増
大
し
て
き
て
い
る
。
都
市
部
に
お
け

る
消
防
団
は
会
社
に
勤
務
す
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
多
く
な
り
、
地
域
で
活
動
し
て
い
る
人
が

少
な
い
た
め
に
、
消
防
団
活
動
に
貢
献
で
き
る
人
が
少
な
く
な
る
傾
向
に
あ
る
。
加
え
て
、

消
防
団
員
の
年
齢
構
成
が
高
齢
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

四
． 

救
急
活
動
の
変
遷

　

3
‐
24
は
平
成
九
（
一
九
九
七
）
か
ら
十
六
年
ま
で
の
救
急
出
場
の
件
数
の
変
遷
を
示
し

た
も
の
で
あ
る
。
平
成
九
年
に
は
年
間
二
〇
四
六
件
で
あ
っ
た
救
急
出
場
件
数
が
、
七
年
後

の
平
成
十
六
年
に
は
三
五
六
二
件
と
増
大
し
、
平
成
九
年
の
一
・
七
倍
に
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
毎
年
二
一
七
件
増
大
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
市
民
が
救
急
活
動
に
大
き
く
依
存
し
て

い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

　

昭
和
六
十
三
（
一
九
八
八
）
年
に
は
、
本
市
は
高
齢
化
社
会
に
応
え
る
た
め
、
十
一
月
一

日
か
ら
六
五
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
宅
な
ど
と
市
消
防
本
部
を
二
四
時
間
体
制
で

直
結
し
た
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
事
業
を
開
始
し
た
。
こ
の
事
業
は
心
疾
患
、
脳
疾
患
、
高
血

2,046

2,349 2,427

2,781
2,847

3,099
3,257

3,562

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H9　　　　10　　　　 11　　　　 12　　　　 13　　　　 14　　　　 15　　　　 16

（件数）

3-24　救急出場数の推移　（資料）「市事務報告書」
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圧
な
ど
の
慢
性
疾
患
な
ど
、
日
常
生
活
を
営
む
う
え
で
常
時
注
意
を
要
す
る
高
齢
者
が
、
家

庭
内
で
急
病
な
ど
の
緊
急
事
態
に
陥
っ
た
時
、
貸
与
さ
れ
た
ペ
ン
ダ
ン
ト
を
簡
単
に
操
作
す

る
だ
け
で
、
近
隣
の
救
護
や
救
急
車
の
出
動
が
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
の

特
徴
は
、
緊
急
通
報
だ
け
で
は
な
く
、
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、

地
域
ご
と
の
協
力
体
制
の
仕
組
み
を
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
一
人
の
利
用

者
に
つ
き
三
人
を
近
隣
協
力
員
と
し
て
登
録
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

地
域
の
助
け
合
い
の
仕
組
み
を
つ
く
る
こ
と
も
大
き
な
目
的
に
な
っ
て
い
る
。

　

3
‐
25
は
、
こ
の
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
の
受
信
状
況
の
変
遷
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
平

成
七
年
ま
で
は
テ
ス
ト
受
信
の
た
め
受
信
が
多
い
が
、
平
成
八
年
以
降
は
本
来
の
業
務
受
信

数
で
あ
る
。
平
成
十
六
年
に
至
る
ま
で
、
緊
急
受
信
の
件
数
が
増
大
し
て
き
て
お
り
、
一
人

暮
ら
し
の
高
齢
者
の
安
心
確
保
の
み
な
ら
ず
、
地
域
の
協
力
体
制
の
仕
組
み
も
活
性
化
し
て

い
る
事
実
が
伺
え
る
。

五
． 

広
報
な
ど
、
講
習
会
、
研
修
会
活
動
の
多
様
な
活
動
の
変
遷

　

消
防
活
動
は
、
単
に
火
災
時
の
消
火
活
動
の
み
な
ら
ず
、
日
常
時
か
ら
の
防
火
に
関
す
る

意
識
の
向
上
を
推
進
す
る
こ
と
も
大
き
な
活
動
の
一
つ
で
あ
る
。
普
通
救
命
講
習
会
の
平
成

0
50
100
150
200
250
300
350
400

H1　　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　　10　  11　  12　  13　  14　  15　  16

（件）

緊急 テスト うっかり その他

3-25　緊急通報システムの受信状況　（資料）「市事務報告書」
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八
か
ら
十
六
年
ま
で
の
九
年
間
の
年
平
均
は
、
開
催
件
数
二
六
・
八
回
、
参
加
人
員
は
四
五
四
・
八
人
、
応
急
手
当
講
習
会
の
年
平
均

開
催
件
数
は
二
七
・
二
回
、
参
加
人
員
は
八
二
三
・
六
人
に
も
達
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
甲
種
防
火
管
理
者
資
格
取
得
講
習
会
、
甲

種
防
火
管
理
再
講
習
会
、
少
年
消
防
ク
ラ
ブ
消
防
教
室
、
少
年
消
防
ク
ラ
ブ
研
修
見
学
会
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
講
習
会
や
研
修
会
が

開
催
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
活
発
な
広
報
活
動
・
広
報
紙
の
配
付
が
頻
繁
に
行
な
わ
れ
、
市
民
に
対
す
る
防
火
意
識
向
上
が
図
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
年
末
に
は
火
災
予
防
運
動
を
実
施
し
、
防
火
意
識
の
向
上
を
図
っ
て
き
て
い
る
。

六
． 

消
防
相
互
応
援
協
定
な
ど
に
よ
る
広
域
対
策

　

芦
屋
市
消
防
本
部
は
、
ガ
ス
漏
れ
事
故
に
対
し
て
、
昭
和
五
十
六
（
一
九
八
一
）
年
に
大
阪
ガ
ス
株
式
会
社
、
関
西
電
力
株
式
会

社
、
芦
屋
警
察
署
な
ど
と
災
害
防
止
対
策
に
関
す
る
申
し
合
わ
せ
を
行
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
に
発
生
し

た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
は
、
被
災
規
模
が
大
き
か
っ
た
た
め
、
従
来
の
市
域
に
限
定
し
た
消
防
・
救
急
活
動
に
限
界
が
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
限
界
を
超
え
る
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
地
域
の
消
防
が
相
互
に
連
携
し
、
災
害
や
救
急
救
助
な
ど
の
緊
急

時
に
は
相
互
に
応
援
態
勢
を
事
前
に
組
み
、
緊
急
時
に
は
被
災
の
な
か
っ
た
市
町
か
ら
優
先
的
に
応
援
活
動
を
行
な
う
仕
組
み
が
新

た
に
つ
く
ら
れ
た
。
3
‐
26
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
時
点
で
、
芦
屋
市
消
防
本
部
、
自
治
体
な
ど
が
結
ん
で
い
る
協
定
な
ど
の

一
覧
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
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3-26　消防相互応援協定など一覧　（資料）「市消防年報」

応援協定締結市町村等 協定年月日 応援協定の内容 応援災害種別

1
神戸市・西宮市・宝塚市・
三田市・吉川町・三木市・
稲美町・明石市

平成8年
6月1日

災害時における
相互応援協定 災害

2
尼崎市・西宮市・伊丹市・
宝塚市・川西市・三田市・
猪名川町（阪神間）

平成13年
12月27日

災害応急対策
活 動の相 互 応
援に関する協定

災害

3
尼崎市・西宮市・伊丹市・
宝塚市・川西市・三田市・
猪名川町（阪神間）

平成13年
3月1日

消防相互応援協
定に関する覚書 災害

4 神戸市 平成18年
9月6日

消防相互応援
協定

火災
救急
救助

5 西宮市 平成6年
3月25日

兵庫県道高速神
戸西宮線および
高速大阪西宮線
上ならびに兵庫
県道高速湾岸線
上の消防相互応
援協定に関する
覚書

火災
救急
救助

6
兵庫県下の市長、消防
の一部事務組合および
消防を含む一部事務組
合31機関

平成18年
9月1日

兵庫県広域消防
相互応援協定 大規模災害

7
兵庫県下の市長、消防
の一部事務組合および
消防を含む一部事務組
合31機関

平成18年
9月1日

兵庫県広域消防
相互応援覚書 大規模災害

8 大阪瓦斯株式会社阪神
支社

昭和56年
8月24日

ガス漏れおよび
爆 発 事 故の防
止対策に関する
申合せ

ガス漏れ
爆発事故

9

兵庫県芦屋警察署
大阪瓦斯株式会社阪神
支社
関西電力株式会社西宮
営業所

昭和56年
12月21日

ガス漏れ事故等
による災害防止
対策に関する申
合せ

ガス漏れ
事故災害
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第
五
節　

犯
罪
実
体
の
変
化

一
．
件
数
と
内
容
の
移
り
変
わ
り

　

3
‐
27
は
、
本
市
に
お
け
る
昭
和
四
十
（
一 

九
六
五
）
か
ら
平
成
十
六
（
二
〇
〇
四
）
年
ま

で
の
刑
法
犯
認
知
・
検
挙
件
数
の
変
遷
で
あ

る
。
認
知
件
数
と
は
、
被
害
の
届
出
、
告
訴
、

告
発
そ
の
他
の
端
緒
に
よ
り
、
そ
の
発
生
を
警

察
が
認
知
し
た
数
で
あ
る
。
こ
の
数
値
を
み
る

と
、
昭
和
四
十
か
ら
四
十
八
年
に
か
け
て
全
体

と
し
て
減
少
し
て
い
る
が
、
昭
和
四
十
八
か
ら

六
十
年
頃
ま
で
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
年
間

五
九
二
件
か
ら
一
四
二
七
件
に
な
り
犯
罪
が
増

大
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
平
成
十
一
年
ま
で
は

ほ
ほ
横
ば
い
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
平
成
十
二
年

0
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1,000
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2,000
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3,000

S40　42　44　46　48　50　52　54　56　58　60　62　H1 　3  　5  　7  　9 　11　13　15

（件）
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S40-49　　　　　　　　S50-59　　　　　　　　S60-H6　　　　　　　　H7-16

（件）

凶悪犯 窃盗犯 粗暴犯 その他

（上）3-27　本市の刑法犯認知・検挙件数
（下）3-28　本市の犯罪別認知件数の推移
　　　　　 （最下段の凶悪犯は件数が少ないため図には現れず）

（資料）「近畿都市概要（S40 ～ 46）」、「市統計書（S47 ～ H16）」
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頃
か
ら
再
び
増
加
し
、
年
間
二
五
〇
〇
件
前
後

の
犯
罪
が
認
知
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
増
大
は
、

本
市
の
み
の
特
徴
で
は
な
く
、
全
国
的
な
傾
向

と
一
致
し
、
路
上
強
盗
、
ひ
っ
た
く
り
な
ど
の

犯
罪
が
増
加
し
た
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
検
挙
に
ま
で

至
っ
た
件
数
は
昭
和
六
十
年
前
後
で
一
〇
〇
〇

件
近
く
ま
で
増
大
し
た
が
、
そ
の
後
は
減
少
傾

向
に
あ
り
、
四
〇
〇
件
前
後
に
な
っ
て
い
る
。

　

次
に
、
犯
罪
の
内
容
に
つ
い
て
み
て
み
る
。

3
‐
28
は
本
市
に
お
け
る
昭
和
四
十
か
ら
平
成

十
六
年
ま
で
の
犯
罪
別
認
知
件
数
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
昭
和
四
十
か
ら
平
成
十
六
年
ま
で
の

四
十
年
間
を
十
年
ご
と
の
平
均
値
で
示
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
昭
和
四
十
年
代
は
、
窃
盗
犯

が
七
二
％
、
次
い
で
詐
欺
、
横
領
な
ど
を
示
す

0

（件）
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凶悪犯 窃盗犯 粗暴犯 その他

S40　42　44　46　48　50　52　54　56　58　60　62　H1 　3  　5  　7  　9 　11　13　15
認知件数 検挙件数

（件）

（上）3-29　県の刑法犯認知・検挙件数
（下）3-30　県の犯罪別認知件数の推移
　　　　　 （最下段の凶悪犯は件数が少ないため図には現れず）

（資料）「県統計書　年次データ」
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い
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
平
成
十
年
以
降
は
再
び
急
増
し
、
平
成
十
二
年
に
ピ
ー
ク
を
示
し
、
そ
の
後
は
減
少
傾
向
に
あ
る
が
、

絶
対
値
と
し
て
は
大
き
な
値
を
示
し
て
い
る
。
一
方
、
検
挙
件
数
は
ほ
ほ
横
ば
い
か
、
わ
ず
か
に
減
少
傾
向
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て

3
‐
27
に
示
し
た
本
市
に
お
け
る
傾
向
と
大
き
な
違
い
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

3
‐
30
は
県
に
お
け
る
昭
和
四
十
か
ら
平
成
十
六
年
ま
で
の
犯
罪
別
認
知
件
数
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
本
市
と
同
様
に
、
昭
和
四
十

か
ら
平
成
十
六
年
ま
で
の
四
十
年
間
を
十
年
ご
と
の
平
均
値
で
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
窃
盗
犯
は
年
を
追
う
に
し
た
が
い
増
大
し

て
い
る
が
、
特
に
平
成
七
年
か
ら
の
十
年
間
は
大
き
く
増
大
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
そ
の
他
で
あ
る
詐
欺
や
横
領
な
ど

の
変
遷
は
本
市
と
同
様
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

　

3
‐
31
は
四
十
年
間
の
犯
罪
別
認
知
件
数
の
割
合
を
本
市
と
県
の
デ
ー
タ
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
市
で
は
、
窃
盗
犯
や
そ
の

他
が
多
く
、
粗
暴
犯
の
割
合
が
二
・
三
％
と
県
の
四
・
一
％
に
比
し
て
少
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
芦
屋
市
と
い
う
健
康
文
化
都

市
の
性
格
が
現
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

3
‐
32
は
、
県
に
対
す
る
本
市
内
に
お
け
る
刑
法
犯
罪
の
割
合
の
変
遷
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
四
十
八
年
頃
に
認
知
件

数
、
検
挙
件
数
両
方
と
も
割
合
は
減
少
し
た
が
、
そ
の
後
昭
和
五
十
八
年
頃
ま
で
増
大
し
て
い
る
。
そ
の
後
は
わ
ず
か
に
減
少
し
て

き
て
い
る
が
、
絶
対
値
で
み
る
と
、
人
口
比
の
一
・
七
％
程
度
を
示
し
、
県
の
な
か
で
は
ほ
ほ
平
均
的
な
刑
法
犯
罪
が
お
き
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
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